
特定非営利活動法人の設立

及 び運 営 ・ 管 理 の手 引 き

令 和 ８ 年 ３ 月

香 川 県

（香川県庁本館７Ｆ）

〒760－8570 高松市番町四丁目 1 番 10 号

ＴＥＬ ０87-832-3174

ＦＡＸ 087-831-1165

メール kenmin@pref.kagawa.lg.jp

申請･お問合せ先





この手引きは、導入として「ＮＰＯ法人制度の概要編」（概要編）、ＮＰＯ法人設立までの「ＮＰＯ

法人の設立編」（設立編）、運営上の注意である「ＮＰＯ法人の運営編」（運営編）、解散や合併、所轄

庁の監督についての「ＮＰＯ法人の解散（合併）・管理編」（管理編）及び内閣府が公表している手引

きから抜粋した「Ｑ＆Ａ」の５編からなります。

以下のＵＲＬから申請書類等などがダウンロードできます。必要な箇所を出力してください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenmin/vnpo/houjin/sub1.html

目    次

ＮＰＯ法人制度の概要編  概要編  

１ 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）について ･････ 概要編 １

２ 法人格の取得について
（１）法人格取得のメリットと生じる義務 ･････ 概要編 １
（２）他の法人との比較 ･････ 概要編 ２

３ ＮＰＯ法人の特徴について
（１）活動目的の要件 ･････ 概要編 ３
（２）活動分野の要件 ･････ 概要編 ４
（３）組織の要件 ･････ 概要編 ５

４ ＮＰＯ法人の設立・運営について
（１）ＮＰＯ法人の設立 ･････ 概要編 ５
（２）ＮＰＯ法人の運営・管理 ･････ 概要編 ７

５ 認定ＮＰＯ法人制度
（１）認定ＮＰＯ法人と特例認定ＮＰＯ法人について ･････ 概要編 ８
（２）認定の基準 ･････ 概要編 ８
（３）認定ＮＰＯ法人、特例認定ＮＰＯ法人になることによるメリットと生

じる義務
･････ 概要編 10

（４）認定手続き ･････ 概要編 12

ＮＰＯ法人の設立編  設立編  

１ 設立の流れ ･････ 設立編 １

２ 設立認証申請書類の作成 ･････ 設立編 ３
（１）設立認証申請書 ･････ 設立編 ４
（２）定款 ･････ 設立編 ４
（３）役員名簿 ･････ 設立編 19
（４）就任承諾及び誓約書のコピー ･････ 設立編 21
（５）各役員（役員全員分）の住所又は居所を証する書面 ･････ 設立編 22
（６）社員のうち 10 人以上の者の名簿 ･････ 設立編 23
（７）確認書 ･････ 設立編 24
（８）設立趣旨書 ･････ 設立編 25
（９）設立についての意思の決定を証する議事録のコピー ･････ 設立編 26
（10）設立初年度及び翌事業年度の事業計画書 ･････ 設立編 28
（11）設立初年度及び翌事業年度の活動予算書 ･････ 設立編 29

３ 認証申請書類の縦覧期間中の補正について ･････ 設立編 33

４ 設立認証後の手続きについて ･････ 設立編 34

５ 関係機関への届出等
（１）税務関係の手続き ･････ 設立編 37
（２）その他の手続き ･････ 設立編 38



ＮＰＯ法人の運営編  運営編  

１ 事業報告について
（１）事業年度終了後の実務 ･････ 運営編 １
（２）所轄庁への提出書類等の作成 ･････ 運営編 １
（３）総会の開催 ･････ 運営編 15
（４）事業報告書の提出と公告 ･････ 運営編 17

２ 役員の変更について
（１）手続き ･････ 運営編 19
（２）提出書類 ･････ 運営編 19
（３）代表者の変更 ･････ 運営編 24

３ 定款の変更について
（１）手続き ･････ 運営編 25
（２）認証申請 ･････ 運営編 27
（３）届出 ･････ 運営編 33

ＮＰＯ法人の解散（合併）・管理編  管理編  

１ 解散と清算に関する手続き
（１）解散の事由と諸手続き ･････ 管理編 １
（２）解散と清算 ･････ 管理編 １
（３）届出 ･････ 管理編 ２
（４）認証申請 ･････ 管理編 ４
（５）清算に関する手続き ･････ 管理編 ６

２ 合併に関する手続き
（１）合併の流れ ･････ 管理編 ９
（２）認証申請 ･････ 管理編 10

３ 監督と罰則
（１）監督等の内容 ･････ 管理編 15
（２）罰則規定 ･････ 管理編 16

Ｑ＆Ａ

本書において使用している省略語は、次のとおりです。

法 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）

法 令 特定非営利活動促進法施行令（平成 23 年政令第 319 号）

法 規 特定非営利活動促進法施行規則（平成 23 年内閣府令第 55 号）

条 例 特定非営利活動促進法施行条例（平成 10 年条例第 30 号）

規 則 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成 10 年規則第 50 号）

NPO 法人 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人

認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 44 条第１項に規定する認定特定非営利活動法人

特例認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 58 条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人

所轄庁 特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県の知

事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっ

ては、当該指定都市の長）

（注）この手引きは、改正法施行日（令和３年６月９日）の法令に基づいて作成しています。
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１ 特定非営利活動促進法(ＮＰＯ法)について 

 

 現在、福祉、環境、まちづくりなど様々な分野において、社会的課題の解決のために自ら積極的に

取り組む民間非営利組織(以下、ＮＰＯ(＝Non-Profit Organization )といいます。)の活動が注目さ

れ、その存在と重要性が広く認められるようになっています。これらの団体の中には、法人格を持た

ない任意団体として活動しているところも多数ありますが、事務所を借りたり不動産の登記をしたり

するなどの法律行為を行う場合は、団体名義で行うことができない等の不都合が生じることがありま

す。このため、ＮＰＯが簡易な手続きで法人格を取得することができるよう特定非営利活動促進法（通

称「ＮＰＯ法」。以下、法といいます。）が、平成10年３月に制定されました。 

これにより、ＮＰＯは県の認証を受け法務局で法人登記を行うことで、特定非営利活動法人（以下

「ＮＰＯ法人」という。）として法人格を取得することができ、法人として法律行為を行うことができ

ることとなりました。 

 

２ 法人格の取得について 

 

(１)  法人格取得のメリットと生じる義務 

 

 法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約を締結したり土地の登記が

できたりするなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使

うことなく、団体自身の名義で権利義務の関係を処理することができる点にあります。生じる義務と

しては、所轄庁への報告や法人登記にかかる諸手続き等が課せられる点にあります。広く市民に対し

情報公開を行い、市民の緩やかな監視のもとに運営を行うこととなります。 

 また、法に反した場合は、過料が課せられるなど罰則規定もあり、任意団体として活動するよりも

厳正な運営が求められます。活動に法人格が必要かどうか十分に検討し、活動に最も適した法人格を

取得することが重要です。 

 

 

概要 説明 

メ
リ
䣹
ト 

社会的信用の獲得 

法人名義で事務所の賃貸や不動産の契約、法人名義で車などの資産購
入ができます。 
また、法人名義で銀行口座が開設でき、団体の経理が明確化するため、

会計の透明性が確保でき、社会的信用の高まりに繋がります。 

事業の継続性の向上 

代表者やメンバーが変わっても、組織が解散しない限り存続します。 

また、会費、寄附金、助成金等の様々な資金調達の手段が増え、透明性
が高く、社会的信用が高まれば、その活動を支援したいと思う人の増加
につながり、会費や寄附金を集めやすくなります。 

義
務 

事業報告書等の情報公
開と所轄庁への提出 

法に基づき毎事業年度終了後３か月以内に、前事業年度の事業報告書
等を作成し所轄庁に提出するとともに、書類の作成から５年間、役員名
簿及び定款等とあわせて事務所に備え置いて、法人の社員その他の利害
関係人に閲覧させなければなりません。利害関係人の詳細については、
運営編ｐ.17をご覧ください。 

登記 
ＮＰＯ法人は設立の登記により成立しますが、その後も登記事項(組

合等登記令第２条)に変更が生じた場合は、その都度、変更の登記をす
る必要があります。 

  

 

法人格を取得することにより、団

体に生じる変化について、充分に

検討を行い、最も適した法人格を

取得することが大切です。 
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(２) 他の法人格との比較 

 

 法人には、ＮＰＯ法人以外にも様々な種類があります。一般社団法人・一般財団法人・労働者協同

組合との比較表を掲載していますので、検討する際の参考に活用してください。 

 

【法人格による比較表】 

法 人 名 ＮＰＯ法人 認定ＮＰＯ法人 一般社団法人 一般財団法人 労働者協同組合 

根 拠 法 
特定非営利活動促進法 

(通称：ＮＰＯ法) 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

(通称：一般法人法) 

労働者協同組合法 

R4.10施行 

性 格 非 営 利 

目 的 事 業 
特定非営利活動(法第２条第１

項別表の20項目)を主目的 

目的や事業に制限はなく、公益事業、収益事

業、共益事業等可 

労働者派遣事業を

除いて制限なし 

設 立 方 法 

所轄庁の認証

後に登記して

設立 

(認証までに縦覧

期間が必要) 

所轄庁が認定 

公証人による定款認証後に登記して設立 

※非営利型の場合は、非営利性が徹底し

た定款が必要 

登記して成立 

設 立 要 件 常時社員(※)10人以上 社員２人以上 設立者１人以上 ３人以上の個人 

役 員 
理事３人以上 

監事１人以上 

理事１人以上 

理事会・監事の設置は任意 
 
ただし、理事会を設置する場
合は理事３人以上。また、非
営利型の場合は理事３人以
上を要する。 

理事３人以上 

監事１人以上 

評議員３人以上 

理事３人以上 

監事１人以上 

社員(組合員)

との労働契約 
不要（ただし、任意に労働契約を結ぶことは可能） 必要 

資 本 金 不要 拠出財産300万円以上 必要 

剰余金の扱い 分 配 不 可 従事分量配当 

行政への報告 
事業報告書等の提出 

（事業年度終了後３か月以内） 
－ 

事業報告書等の提出 

(総会後２週間以内） 

行政による 

監 督 

報告徴取、立入検査、措置勧告、

措置命令、認証の取消し 
－ 

報告徴取、立入検査、

措置命令、業務停止

命令、役員改選命令、

解散命令 

税 制 等 収益事業課税 

収益事業課税 

寄附金の税額控

除等が適用 

全所得課税 

ただし、非営利型の場合は収益事業のみ課税 

一定の条件のもとに

収益事業以外の事業

については非課税 

登記に要する

費 用 
無料 11万円程度（認証手数料＋登録免許税） 無料 

そ の 他 

(※)ここでの社員とは、ＮＰＯ法人の

最高意思決定機関である社員総会に

おいて議決権をもつ正会員のこと。 
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３ ＮＰＯ法人の特徴について 

 

ＮＰＯ法人になるには、法(第２条、第３条、第12条)に定められた活動目的、分野及び組織の要件

を満たす必要があります。なお、設立時の基本財産や過去の活動実績の有無、実施事業規模などは法

人の設立要件ではありません。 

 

(１) 活動目的の要件 

 

項    目 内      容 

①不特定かつ多数の者の

利益の増進に寄与する

こと 

いわゆる「公益」と同じ意味です。 

簡単に言うと、「広く社会一般の利益」を意味するもので、特定の個人や特

定の団体の利益（＝「私益」）を目的とするものでないことはもとより、構成員相

互の利益（＝「共益」）を目的とする活動ではないことが要求されます。 

②営利を目的としないこ

と※ 

 →詳細は概要編ｐ.４ 

ＮＰＯ法人の活動により得た利益（余剰金）を、構成員（理事や社員）に

形式的・実質的に分配したり、財産を還元したりしないということであり、

収益が見込まれる事業が禁止されているものではありません。 

また、ＮＰＯ法人は、「特定非営利活動に係る事業」(本来の目的を達成す

るための事業＝本来事業)の他に、「特定非営利活動に係る事業」に支障がな

い限り、本来の事業以外の事業(＝「その他の事業」)を行うこともできます。

その場合、「その他の事業」により収益が生じたときは、これを特定非営利

活動に係る事業のために使用しなければなりません。 

③宗教活動を主たる目的

としないこと 

「宗教活動」とは、宗教の協議を広め、儀式行事を行い、又は信者を強化

育成することを言い、宗教法人法が対象とする団体は対象とはなりません。 

ただし、宗教団体の関連組織であっても、その組織自体が宗教の教義を広め

る等を目的としていなければ法の対象となります。 

④政治上の主義の推進・支

持・反対を主たる目的と

しないこと 

「政治上の主義」とは、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、

一般的な原理や原則のことをいいます。例えば「民主主義」「社会主義」「資

本主義」などがこれにあたるとされています。 

ただし、政治によって実現しようとする比較的具体的なものである「政治上

の施策」の推進等についてまで制限されているわけではありません。 

⑤特定の公職の候補者、公

職者又は政党の推薦・支

持・反対を目的としない

こと 

「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議

員及び首長の職をいいます。これらの者を推薦・支持・反対するような活動

は法によりを禁止されており、③・④が「主たる目的」とすることが禁じら

れているのとは異なり、法人の活動目的自体として行うことはできません。 

⑥特定の個人又は法人そ

の他の団体の利益を目

的としないこと 

ＮＰＯ法人は、不特定多数の利益を目的として活動を行う法人であり、特

定の者の利益のためにのみ活動を行うことはできません。 

⑦特定の政党の利益を目

的としないこと 

ＮＰＯ法人は、特定の政党のために利用してはならないこととなっていま

す。 
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※ 営利を目的としないこととは 

 

 ＮＰＯ法人の活動による利益（余剰金）を構成員（理事や社員）に分配してはならないということ

であり、サービスの提供（例：障害福祉サービス、介護サービス、清掃など）や物販（例：農作物の

販売など）により収入を得ることは問題ありません。ただし、その利益を配当の形で分配することは

できません。利益を配当等により分配するのは営利団体です。 

 

         営利団体               ＮＰＯ法人 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 活動分野の要件 

 

ＮＰＯ法人の活動は、法により20項目の分野が規定されており、次の特定された分野のいずれかに

含まれる活動を、「特定非営利活動」として行う必要があります。 

 

 

  

役員 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動    

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動    

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動    

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動  

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動  

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ ①から⑱の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

⑳ ①から⑲の活動に準ずる活動として県条例で定める活動(本県では定めていません) 

 

株主 

株主 

株主 
役員 職員 

配

当 

職員 

報酬 給料 

社員 

社員 
役員 

職員 

職員 
報酬 

給料 

分配は不可 

※社員とは、正会員のこと

です。 

※職員への給料は、労働の対価と
して適当な額であれば「分配」に
は当たりません。 

※役員への報酬は、役員としての
責任や役割に対し適当な額であ
れば「分配」には当たりません。 

ＮＧ 
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(３) 組織の要件 

 

団体の活動目的が(１)に、活動分野が(２)に合致すれば、ＮＰＯ法人に必要な組織要件を満たすよ

う社員を集め、役員の選任を行いましょう。 

 

項    目 内      容 

①社員が10人以上であるこ

と 

 

社員とは、ＮＰＯ法人の最高意思決定機関である社員総会において議決

権を持つ正会員のことであり、10人以上いることが要件となっています。 

なお、個人、法人、人格のない社団等(いわゆる任意団体)のいずれも社

員となれます。また、国籍、成年・未成年の別や住所地等の制限はありま

せん。(ただし、民法では、未成年者が法律行為を行う場合は法定代理人の

同意が必要であることが規定されており、注意が必要です。) 

②社員の資格の得喪に関し

て、不当な条件を付さな

いこと 

団体の民主的運営を保障する観点から、理事の恣意による団体の支配を

招くことがないよう、ＮＰＯ法人の設立趣旨や活動目的に賛同する個人・

法人等の入会を不当に妨げるような条件を設定してはなりません。 

③理事３人以上、監事1人以

上を選任すること 

ＮＰＯ法人の運営に携わる役員については、理事３人以上、監事１人以

上が必要です。役員の詳細については、設立編ｐ.18をご覧ください。 

④役員のうち報酬を受ける

者の数が、役員総数の３

分の１以下であること 

事業による利益を、役員に対する報酬(給与や賞与)という形で不適正に

運用されることを防止するための要件です。 

 この場合の「報酬」とは、あくまでも役員(理事又は監事)としての職務

の範囲内の行為に対する対価を指しており、役員としての職務の範囲外の

行為(例えば、役員が特定非営利活動法人の職員を兼ねているような場合

の職員給与)に対する対価は、この報酬にはあたりません。 

⑤暴力団でないこと、暴力

団若しくはその構成員若

しくは暴力団の構成員で

なくなった日から５年を

経過しない者の統制下に

ある団体でないこと 

所轄庁は、ＮＰＯ法人(設立認証申請に係る団体も含まれます)につい

て、暴力団に関する規定について疑いがあると認めるときは、理由を付し

て警察当局に意見を聞くことができます。 

 

４ ＮＰＯ法人の設立・運営について 

 

(１) ＮＰＯ法人の設立 

 

ＮＰＯ法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県知事（その事務所が一つの指定都市

の区域内にのみ所在するＮＰＯ法人にあたっては、当該指定都市長）、つまり香川県知事となってい

ますが、平成26年 10月 1日から、高松市内にのみ事務所を置くＮＰＯ法人の認証、閲覧、監督等の

事務権限は高松市へ移譲しています。香川県内に主たる事務所が存在するＮＰＯ法人の担当窓口は下

表のとおりです。 

担当窓口の区分 
主たる事務所の所在地 

高松市 高松市以外の市町 

従たる事務所

の所在地 

高松市または従たる事務所なし 高松市 香川県 

高松市以外の市町(県外含む) 香川県 香川県 
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所轄庁への申請後、２週間の縦覧期間を経て、所轄庁から２か月以内に認証・不認証の決定があり

ます。認証の決定があった場合、法務局で登記をすることでＮＰＯ法人は成立します。 

 詳細は「設立編」を参考にしてください。 

 

団    体 香川県（高松市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●受理日から２週間 

事前相談 
相談対応 

（設立総会の開催、申請書類の作成前に

一度ご相談ください。） 

①設立準備会 

②認証申請書類等の作成 

③設立総会を開催 

④認証申請書類の提出・修正 申請の審査・受理 

●認証通知到達日から２週間以内 

 

認証通知到達 不認証通知到達 

⑥法務局で法人設立登記 

⑤県（高松市）HPで、申請書、定款、
役員名簿等を公表・縦覧 

●登記後、遅滞なく 

設立登記完了届の提出 設立登記完了届の受理 

相談対応 

（申請書類の確認） 

●縦覧期間終了後２か月以内 

（受理日から概ね３か月以内） 

認証又は不認証決定 
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(２) ＮＰＯ法人の運営・管理 

 

 ＮＰＯ法人には、総会の開催や所轄庁への書類の提出など、その運営について法に規定されていま

す。その義務を怠ると、法に抵触することとなり、場合によっては理事や監事に過料が課せられるこ

とがありますので注意しましょう。 

 詳細は「運営編」及び「管理編」を参考にしてください。 

 

項目 内容 根拠法令 

総会の開催 毎事業年度、少なくとも１回は通常総会をしなければなりません。 法 14条の２ 

また、社員総会の通知は総会の日より少なくとも５日前にしなければ

ならないなど、その運営について法に規定されています。 

法 14条の３ 

定款の変更  定款は法人運営の核となる根本規定です。この定款を変更しようとす

る場合は、設立と同様に所轄庁の認証が必要な場合があります。 

法 25条 

法 26条 

事業報告書の

備置き等及び

閲覧 

 

 毎事業年度初めの３か月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類、

財産目録、年間役員名簿、10人以上の社員名簿を作成し、５年間事務所

に備え置くとともに、社員等から閲覧の請求があった場合は、原則閲覧

させる義務があります。 

法 28条 

事業報告書の

提出 

 事業報告書及び計算書類等は、事務所に備え置くとともに、事業年度

初めの３か月以内に所轄庁に提出する必要があります。 

３年以上にわたり提出しない場合は、所轄庁は認証を取り消すことが

できます。 

法 29条 

 

法 43条 

役員の変更  役員に変更があった場合は、所轄庁に届け出る必要があります。 

また、理事長など代表権を有する者の氏名、住所等に変更が生じたと

きには、２週間以内に法務局に登記する必要があります。 

法 23条 

組合等登記令3条 

解散  ＮＰＯ法人の解散は、社員総会の決議や社員の欠乏、合併等、法によ

り解散事由が規定されています。事業を実施していなくても、解散しな

い限りは、法による義務は継続します。 

法 31条 

合併  社員総会の決議により、他のＮＰＯ法人と合併することができます。

合併に際しては、所轄庁の認証が必要です。 

法 33条 

所轄庁による

監督等 

所轄庁は、ＮＰＯ法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は

定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、業務

及び財産の状況を報告させることができ、必要に応じて職員による立入

検査をすることができます。 

また、ＮＰＯ法人が設立認証の要件を欠くと認めるときやその他法令

違反や運営が著しく適正を欠くと認めるときは改善のために必要な措

置を取るよう命ずることができます。 

さらに、改善命令違反し改善が図られない場合は認証の取消しをする

ことができます。 

法 41条 

 

 

 

法 42条 

 

 

法 43条 

罰則規定 組合等登記令に違反し登記を怠ったとき、定款変更に係る登記事項証

明書の届出や事業報告書の提出を怠ったときなどは、ＮＰＯ法人の理

事、監事は20万円以下の過料に処せられます。 

法 80条 
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５ 認定ＮＰＯ法人制度 

 認定ＮＰＯ法人制度は、ＮＰＯ法人への寄附を促すことにより、ＮＰＯ法人の活動を支援するため

に設けられた措置であり、所轄庁が一定の要件を満たすＮＰＯ法人について認定を行う制度です。 

 

(１) 認定ＮＰＯ法人と特例認定ＮＰＯ法人について 

 

 ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき、一

定の基準に適合したものが認定ＮＰＯ法人になることができます。認定ＮＰＯ法人になると、その法

人に寄附した人（寄附者）が税制上の優遇措置が受けられるほか、認定ＮＰＯ法人自身も税制上の優

遇措置が受けられます。認定を受けるためには、多くの市民から支えられているかどうかをはかるパ

ブリック・サポート・テスト（以下、ＰＳＴといいます。）や共益的な活動（会員等に対するサービス

や会員相互の交流会など）が占める割合が50％未満であることなど、厳しい基準があります。 

 また、平成 24 年の法改正により設立間もないＮＰＯ法人で寄附を十分に集めていない法人であっ

ても、認定ＮＰＯ法人の認定基準のうちＰＳＴを除く基準を満たす法人を特例認定ＮＰＯ法人として

認定することで、税制上の優遇措置が受けられることとなりました。 

 

 認定ＮＰＯ法人 特例認定ＮＰＯ法人 

説明 

ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及

び事業活動が適正であって公益の増
進に資するものにつき、一定の基準
(ＰＳＴを含む。)に適合したものとし
て、所轄庁の認定を受けたＮＰＯ法
人。(法第２条第３項、法第44条第１
項) 

ＮＰＯ法人であって新たに設立されたも
の(設立後５年以内のものをいう。)のうち、
その運営組織及び事業活動が適正であって、
特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し
公益の増進に資すると見込まれるものにつ
き一定の基準(ＰＳＴは含まない。)に適合し
たものとして、所轄庁の特例認定を受けたＮ
ＰＯ法人。(法第２条第４項、法第58条第１
項) 

要件 ８つの要件に適合 ＰＳＴを除く７つの要件に適合 

有効期間 認定の日から５年間、更新あり 特例認定の日から３年間、更新なし 

申請可能法人 設立後２回の決算を終えた法人 
設立後２回の決算を終えた法人で、 

設立から５年以内の法人 

 

(２) 認定の基準(法第 45条、法第59条) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＰＳＴ※に適合すること(特例認定ＮＰＯ法人は除く)。 

・事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50％未満であること。 

・運営組織及び経理が適切であること。 

・事業活動の内容が適正であること。 

・情報公開を適切に行っていること。 

・事業報告書等を所轄庁に提出していること 

・法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。 

・設立の日から1年を超える期間が経過していること。また、特例認定については、設立の日から

５年が経過していないこと。 
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※ ＰＳＴとは（認定ＮＰＯ法人の認定のみ） 

 多くの市民から支えられているかどうかを寄附ではかるもので、経常収入金額に占める寄附金等の

収入額の割合が５分の１以上である相対値基準と、年3,000 円以上の寄附者の数が平均100人以上で

ある絶対値基準があります。 

 ＰＳＴにおける「寄附金」の条件には、寄附者の住所・氏名が明らかであることや任意性があるこ

と（強制でないこと）などの要件があります。 

詳細は認定に係る手引きをご覧ください。 

 

相対値基準 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 
 

※ 寄附金とは「支出する側に任意性があること」と「直接の反対給付がないこと」の 2 つの要件を満たすものであり、

賛助金・助成金の名称であっても寄附金になることがあります。 

※ 1 者あたりの基準限度超過額とは、同一の者からの寄附金の合計額のうち、受入寄附金総額の 10％を超える部分の金

額です。 

※ 控除金額には、国や県からの補助金や委託料、氏名や名称が明らかでない寄附金などが含まれます。 

 ※ 年間の平均収入額が800万円未満で3,000円以上の寄附者が50人以上の場合は、小規模法人の特例で簡易な計算式に

よるＰＳＴを選択できます。 
 

 

 

 

 

                  寄附金等収入金額  

    
 

絶対値基準   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         ＋               

＋                            
 

寄 附 金 等 収 入 金 額       １ 

経常収入金額         ５ ≧  

3,000 円以上の寄附者が、年平均100 人以上であること 

―    －― 
受入寄附金 

総額 
 

1 者あたり

の基準限度
超過額 

1000 円未満
の寄附金 

匿名の 
寄附金 

社員の会費 
（共済的活動に
かかるものを
除く） 

                       — 
控除 

金額 

総収入 

金額 

寄附 
3,000円以上×100人 NPO 法人 

20％以上

経常収入金額 

寄
附 

○氏名・住所が明らかな寄附者のみ数えます。 

○同一人から複数回の寄附があった場合でも 1

人として数えます。 

○寄附者本人と生計を一にする者も含めて 1

人として数えます。 

○NPO 法人の役員及び役員と生計を一にする

者は寄附者数に含めません。 

 

Ａ Ｂ 

Ａ Ｂ 
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(３) 認定ＮＰＯ法人、特例認定ＮＰＯ法人になることによるメリットと生じる義務 

 

 認定ＮＰＯ法人及び特例認定ＮＰＯ法人（以下「認定ＮＰＯ法人等」という。）になることの一番

のメリットは、寄附者に対する税制上の優遇措置により寄附が集めやすくなることですが、税制上の

優遇措置を受けられる法人であるためには、認定後も運営組織、経理及び情報公開等の適切性が一般

的なＮＰＯ法人以上に求められるほか、事業報告書の提出に加え、提出する書類も増えます。 

また、行政による監督も一般的なＮＰＯ法人に比べ厳しいものとなっています。 

 

① メリット 

 

社会的信用が高まる。 認定には、公益性や組織・経理の適切性、事業内容の適正性

が求められることから、社会的信用が高まります。 

税制上の優遇措置により寄附が集めやすくなる。 

 個人が寄附した場合 寄附した個人の所得税の計算において、寄附金控除の対象に

なります。 

また、個人住民税の計算において寄附金税額控除の対象にな

るときがあります。 

個人が現物資産を寄附した場合 個人が認定ＮＰＯ法人等に対し、土地、建物、株式等の現物

資産を寄附した場合のみなし譲渡所得税について、その寄附財

産を基金に組み入れる方法により管理するなどの一定の要件を

満たす場合、国税庁長官の非課税承認又は不承認の決定が申請

から一定期間内に行われなかったときに自動的に承認があった

ものとみなされます。 

また、非課税措置の適用を受けた寄附資産について、基金に

組み入れて管理し、その後買い換えた資産を当該基金の中で管

理する等の一定の要件を満たす場合には、国税庁長官へ必要書

類を提出することで、引き続き非課税措置の適用を受けること

ができます。 

法人が寄附した場合 寄附した法人の法人税の計算において、一般寄附金の損金算

入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。 

相続または遺贈により財産を取得し

た者(相続人)が相続財産を寄附した

場合 

※特例認定ＮＰＯ法人には適用されません。 

寄附した人の相続税の計算において、その寄附した財産の価

格は相続税の課税対象から除かれます。 

法人税等の負担が減る場合がある。 

（みなし寄附金制度） 

※特例認定ＮＰＯ法人には適用されません。 

収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外の事業

のために支出した場合、この支出を寄附金とみなし、一定の範

囲内で損金算入できます。 

組織の強化につながる。 認定を受けるために経理や組織のあり方を見直すことで、法

人の内部管理を強化することができます。 
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② 生じる義務 

 

 ＮＰＯ法人は、広く市民に対し情報公開を行い、市民の緩やかな監視のもとに運営を行う必要があ

りますが、認定ＮＰＯ法人等にはより適正な運営が求められます。このため、情報公開の徹底が求め

られるほか、適正な寄附金の管理が求められます。また、一般的なＮＰＯ法人に比べ所轄庁の監督も

厳しくなっています。 

 

情報公開の徹底が求められる。 ＮＰＯ法人には事業報告書や計算書類等を事務所に備え置き、社員

または利害関係者から要求があった場合は、原則閲覧させなければな

らないこととなっていますが、認定ＮＰＯ法人及び特例認定ＮＰＯ法

人は、社員または利害関係者以外からも要求があった場合には、閲覧

させる義務が生じます。（法52条） 

また、前事業年度の収益の明細や助成金の支給実績など、閲覧書類

も増えます。 

事業報告書に加え、所轄庁に提

出する書類が増える。 

事業報告書に加え、毎事業年度、役員報酬規程及び助成金支給の実

績等に関する書類を所轄庁に提出しなければなりません。 

ただし、役員報酬規程と職員給与規定については、既に提出してい

るものから変更がない場合、毎事業年度の提出は不要です。 

適正な寄附金管理が求められ

る。 

寄附者は税制上の優遇措置が受けられることから、寄附金台帳の作

成や領収書の発行など、寄附金の管理を適正に行う必要があります。 

所轄庁の監督が厳しくなる。 所轄庁は、ＮＰＯ法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分ま

たは定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるとき

は、業務もしくは財産の状況を報告させることができ、必要に応じて

職員による立入検査をすることができますが、認定ＮＰＯ法人等の場

合は、相当な理由がなくとも、疑いがあると認められる場合に立入検

査ができることとなっています。 

認定基準に適した運営が求めら

れる。 

認定ＮＰＯ法人の認定期間は５年間で、更新時には認定期間中の状

況が審査されます。よって、更新を希望する法人は常に認定基準を念

頭に適切な運営を図る必要があります。 
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(４) 認定手続き 

 

認定ＮＰＯ法人及び特例認定ＮＰＯ法人の認定は県で行っております。 

県に申請後、職員が法人事務所を訪問し予備調査を実施後、公認会計士による経理関係書類等の現

地調査を経て６か月以内に決定があります。認定ＮＰＯ法人の認定は５年間で、更新を希望するとき

は認定期間満了の３か月前までに更新申請が必要です。（特例認定ＮＰＯ法人については、認定期間

は３年で更新はありません。） 

 

団 体 香 川 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定ＮＰＯ法人・特例認定ＮＰＯ法人になるための 

手続きなどについては、認定に係る手引きをご覧ください。 

事前相談 
相談対応 

（申請書類の作成前に一度ご相談くだ

さい。） 

認定申請書類等の作成 

認定申請書類の提出・修正 申請の審査・受理 

認定通知到達 不認定通知到達 

●受理日から６か月以内 

認定又は不認定決定 

予備調査（法人事務所にて） 

書類等の是正 申請の審査 

公認会計士による現地調査（法人事務所にて） 

書類等の是正 申請の審査 
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本編において使用している省略語は、次のとおりです。

法 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）

法 令 特定非営利活動促進法施行令（平成 23年政令第 319号）

法 規 特定非営利活動促進法施行規則（平成 23年内閣府令第 55号）

条 例 特定非営利活動促進法施行条例（平成 10年条例第 30号）

規 則 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成 10年規則第 50号）

NPO 法人 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人

認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 44条第１項に規定する認定特定非営利活動法人

特例認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 58条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人

所轄庁 特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県の

知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人に

あっては、当該指定都市の長）

（注）この手引きは、改正法施行日（令和３年６月９日）の法令に基づいて作成しています。
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１ 設立の流れ 

団    体 香川県（高松市）※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 高松市のみに事務所を置く場合は高松市が、それ以外は県が担当窓口となります。 

●受理日から２週間 

事前相談 相談対応 

（設立総会の開催、申請書類の

作成前に一度ご相談ください。） 

①設立準備会 

②認証申請書類等の作成 

③設立総会を開催 

④認証申請書類の提出・修正 申請の審査・受理 

●認証通知到達日から２週間以内 

 

※認証から６か月以内に登記しな

いと、認証取消の対象となりま

すのでご注意ください。 

認証通知到達 不認証通知到達 

⑥法務局で法人設立登記 

●縦覧期間終了後２か月以内 

（受理日から概ね３か月以内） 

⑤県(高松市)ＨＰで、申請
書、定款、役員名簿等を公
表・縦覧 

認証または不認証決定 

●登記後、遅滞なく 

設立登記完了届の受理 

内閣府ＮＰＯ法人ポータル

サイトに法人情報掲載 

相談対応 

（申請書類の確認） 

設立登記完了届の提出 
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① 設立準備会（発起人会） 

ＮＰＯ法人になると社会的信用が増すなどのメリットを得る代わりに、情報の公開や所轄庁への

事業実績報告書の提出などの義務が課せられます。どのような活動を行うのか、法人運営をどうす

るのか、一緒に活動していく仲間と検討することが大切です。 

こうしたことを検討していく会議を「設立準備会」または「発起人会」と言います。法人の設立

は、目的を達成するための手段に過ぎません。誰に対し、どのような活動を行うことで、どうした

いのか、そのためには、どのように法人を運営するのか、また、事業を行うための予算をどうする

のか、設立準備会でしっかりと検討しましょう。 

また、設立当初の役員は定款に記載され、その定款は内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト等のイン

ターネット上でも公表されます。 

 

設立準備会で、最低限検討すべき内容は次のとおりです。 
 

□ 法人の理念 □ 定款（目的、事業の範囲・内容）  □ 事業計画（２事業年度分） 

□ 予算（２事業年度分） □ 法人の運営（総会、理事会）  □ 10人以上の社員の確保 

□ 役員 

 

 

② 認証申請書類等の作成 

設立準備会の検討を基に、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書等の重要書類を作成し

ましょう。県のホームページで様式や定款例を公開していますので、活用してください。 
 
 

③ 設立総会の開催 

設立総会は、設立についての意思決定を行うものです。定款、役員の選任、事業計画等の法人運

営に重要な議題について承認を得る必要があります。また、設立総会の議決内容を記載した議事録

は申請書類の一つであり、何を決めたのか記録に残す必要があります。 
 
 

④ 認証申請書類の提出・修正 

設立総会での意見を踏まえ、認証申請書類を修正の上、所轄庁に提出します。所轄庁では内容

を審査し、修正すべき箇所があれば連絡しますので、修正し再提出します。 
 
 

⑤ 公表・縦覧 

所轄庁は、認証申請書類等を受理したら、ホームページに認証申請中であること及び定款、役員

名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動計算書を公表するとともに、所轄庁で縦覧に供します。 
 
 

⑥ 法人設立登記 

認証通知書が交付されたら、２週間以内に設立のための登記をしなければなりません。登記した

日が法人設立日となり、その日から法人としての活動をすることができます。登記が完了したら設

立登記完了届出を所轄庁に忘れずに提出してください。詳細は設立編ｐ.34をご覧ください。。 
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２ 認証申請書類等の作成 

香川県内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人を設立するには、香川県知事(高松市のみに事

務所を置く団体については高松市長)に設立認証の申請を行う必要があります。申請に必要な書類

は、次のとおりです。(所轄庁において、縦覧を行う書類については２部必要です) 
 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 

部数 

参照 

ページ 

１ 特定非営利活動法人設立認証申請書（規則第１号様式） １部 ｐ.４ 

２ 定款 ２部 ｐ.４ 

３ 
役員名簿（役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無

を記載した名簿） 
２部 ｐ.19 

４ 
各役員（役員全員分）の就任承諾及び誓約書のコピー 

※コピーのみを提出し、原本は団体で保管してください。 
１部 ｐ.21 

５ 

各役員（役員全員分）の住所または居所を証する書面【原本】 

 (注) マイナンバー（個人番号）の記載が無いもの。 

（注） 住民基本台帳ネットワークの利用により、氏名、住所等を確認できる
役員については、書面の添付を省略することができます。 

１部 ｐ.22 

６ 社員のうち10人以上の者の名簿 １部 ｐ.23 

７ 
確認書（法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号に該当することを示す

書面） 
１部 ｐ.24 

８ 設立趣旨書 ２部 ｐ.25 

９ 
設立についての意思の決定を証する議事録のコピー 

※コピーのみを提出し、原本は団体で保管してください。 
１部 ｐ.26 

10 設立初年度及び翌事業年度の事業計画書 （２事業年度分） ２部 ｐ.28 

11 設立初年度及び翌事業年度の活動予算書 （２事業年度分） ２部 ｐ.29 

 

以下のＵＲＬから、申請書類の様式などがダウンロードできます。 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenmin/vnpo/houjin/sub1.html  

 ★『香川県ホームページ』 

⇒『男女参画・県民活動課』 

⇒『ＮＰＯ・ボランティア』 

⇒『相談窓口・手引き・様式・提出先』 

  ⇒『NPO法人の手引き・様式ダウンロード』 
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（１）設立認証申請書 

 

 設立認証申請書とは、法人の設立認証を申請するもので、県で様式を定めています。記載例を参考

に作成してください。 

 

① 記載例（規則第1号様式） 

 

特定非営利活動法人設立認証申請書 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

                   申請者 住所又は居所 ○○市・郡○○町○○番地○号 

                       氏名     ○○ ○○           

                       電話番号  （○○○）○○○－○○○○ 

 

 

 

特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第

10条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人○○○○○ 

                       

２ 代表者の氏名        ○○ ○○  

                       

３ 主たる事務所の所在地    ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

                      

４ その他の事務所の所在地   ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

 

５ 定款に記載された目的    この法人は、・・・ 

     

 

 

（２）定款 

 

特定非営利活動法人の定款は、法人の目的や活動、運営などについて定めた根本規定であり、役員、

社員総会及び理事会などの法人の機関だけでなく、法人の構成員全体を拘束するもので、法人運営の

「要」となるものです。定款には、法に規定され、必ず記載しなければならない「必要的事項」と、

法人の運営方法により任意で記載する事項があります。 

例えば、総会の評決等を書面（紙）に加えて電子メールなどの電磁的方法により可能とする場合は、

その旨を記載する必要があります。どのような運営（自治）を行うのか法人の運営に沿った定款を作

成しましょう。なお、この書類は、所轄庁において、公衆の縦覧に供されます。 
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① 必要的事項   

 

必要的事項が記載されていない場合は、不承認事由になりますので注意してください。 

 

必要的事項 内容 法の根拠 

名称 法人の名称 法11-１-２ 

事務所の所在地 主たる事務所及びその他の事務所を所在地 法11-１-４ 

目的 法人の目的 法11-１-１ 

特定非営利活動の種類 法に規定された20項目※から選択 法11-１-３ 

実施する事業 
具体的な事業名を「特定非営利活動に係る事業」と「その

他の事業」に区分して記載 
法11-１-３・11 

社員の資格の得喪に関す

る事項 
会員の種別、入会方法、入会金等 法11-１-５ 

役員に関する事項 

役員の種別と定数、任期、職員、報酬等 

（役員の任期は、２年以内、役員の数は、理事３人以上、

監事１人以上） 

法11-１-６ 

会議に関する事項 

総会の種別、機能、開催方法等 

ただし、法人の意思決定機関として理事会を設置する場

合は、理事会の機能、開催方法等の記載が必要 

法11-１-７ 

資産・会計に関すること 資産の構成、管理、会計の区分等 法11-１-８・９ 

事業年度 事業の開始月と終了月を規定 法11-１-10 

定款の変更、解散 定款変更及び解散に係る手続き 法11-１-12・13 

公告の方法 公告の方法について記載 法11-１-14 

設立当初の役員 役員の氏名を記載 法11-２ 

 

※法に規定された20項目 
 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動    

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動    

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動    

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動  

 
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動  

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 

⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活

動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ ①から⑱の活動を行う団体の運営又は活動に関する

連絡、助言又は援助の活動 

⑳ ①から⑲の活動に準ずる活動として県条例で定める

活動(本県では定めていません) 
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② 定款例（様式は任意） 

 

下線を引いた条文は法に定める必要的事項です。 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

 

  

名称に係る注意事項（法11条）→設立編ｐ.17 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を○○県○○市○○町

○○丁目○番○号に置く。 

２ 前項のほか、従たる事務所を○○県○○市○○町○○丁

目○番○号、…に置く。 

 

「主たる事務所」と「その他の事務所（＝従

たる事務所）」を明確に区分した上で、設置する

事務所をすべて記載する。（法11条） 

事務所所在地の最小行政区画までの記載と

することもできるが、法人事務所は情報開示の

場所でもあるので、地番まで記載するのが望ま

しい。 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、『受益対象者の範囲』に対して、『主要

な事業』に関する事業を行い、『社会にもたらす効果』に

寄与することを目的とする。 

 

 

特定非営利活動を行うことを主たる目的と

した法人であること等を明らかにする必要が

ある。どのような人に対し、どのような公益事

業を行うのか、分かりやすく記載する。（法 11

条） 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げ

る種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 

(2) 

 

法の別表（設立編ｐ.５）に掲げる活動の種

類のうち、該当するものを選択して記載する

（複数の種類の選択も可能）。（法11条） 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特

定非営利活動に係る事業を行う。 

(1) ○○○○○事業 

(2) ○○○○○事業 

 

（事業） 

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を

行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○○事業 

② ○○○○○事業 

 

(2) その他の事業 

① △△△△△事業 

② △△△△△事業 

 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に

支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項

第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

法人が行う具体的な事業の内容を記載する。

その際、「特定非営利活動に係る事業」と「その

他の事業」の内容は明確に区分しなければなら

ない。（法５条、法11条） 

 

付随的な事業を行う場合には、「その他この

法人の目的を達成するために必要な事業」旨を

記載する。ただし、「その他の事業」ではこの旨

の記載はできない。 

【 】の中の数字はあくまでも一例です。 
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第３章 会員 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の【２】種とし、正会員をも

って特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社

員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及

び団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会し

た個人及び団体 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、この法人の目的に賛同して入会

した個人及び団体とし、会員をもって特定非営利活動促進

法（以下「法」という。）上の社員とする。 

社員資格の得喪に関する事項は、法 11 条に

基づき必要的記載事項  

 

 

ここでいう「社員」とは、社団の構成員のこ

とで、総会議決権を有する者が該当する。 

賛助会員等、正会員以外の会員種別を定める

場合は、正会員とそれ以外の会員を区別して、

第２号以降にその旨を記載する。ただし、正会

員（社員）以外の会員種別を定款で定めるかど

うかは、法人の任意的記載事項。 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める

入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、

正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、

理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなけれ

ばならない。 

 

第６条において、正会員以外の会員について

定める場合は、正会員とそれ以外の会員を区別

して記載することもできる（以下、第 11 条ま

で同じ。）。正会員以外については任意的記載事

項。 

社員（正会員）以外の会員の入会については、

任意の条件を定めることができるが、社員（正

会員）の資格取得については、不当な条件を付

けてはならない。 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を

納入しなければならない。 

 

入会金または会費の設定がない場合は、記載

を要しない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったと

きは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 継続して【３】年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

 

 

 

 

除名を資格喪失の条件とする場合は、除名に

関する規定を置く。 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提

出して、任意に退会することができる。 

 

退会が任意であることを明確にする。任意に

退会できない場合などは法に抵触する。 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったと

きは、総会の議決により、これを除名することができる。

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与え

なければならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をし

たとき。 

 

総会の議決以外に理事会の議決やその他の

機関の議決でも構わない。 
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（拠出金品の不返還） 

第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返

還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第 13 条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 ○○人以上○○人以下 

(2) 監事 ○○人以上○○人以下 

２ 理事のうち、１人を理事長、【１】人を副理事長とする。 

役員に関する事項は、法 11 条に基づき必要

的記載事項 

 

理事の定数は３人以上、監事の定数は１人以

上としなければならない（法 15 条）こととな

っており、「理事」及び「監事」を明確に区分す

る。人数の幅は大きくならないように注意。 

また、理事長の代わりに会長や代表理事など

を使用することもできる。 

（選任等） 

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者

若しくは三親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当

該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の

総数の３分の１を超えて含まれることになってはならな

い。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができな

い。 

 

総会以外で役員を選任することも可能だが、

法人が特定の役員等の意思によって運営・管理

されることを避けるため、社員総会で選任する

ことが望ましい。 

法律上は、理事・監事が６人以上の場合に限

り、配偶者もしくは三親等以内の親族を１人だ

け役員に加えることができる（法21条）。 

（職務） 

第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理す

る。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を

代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又

は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順

序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の

議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又

は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実があることを発見した場合には、これ

を総会又は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を

招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況に

ついて、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を

請求すること。 

 

 

理事長のみが法人の代表権を有する場合に

記載する。理事長以外にも法人を代表する理事

がいる場合には、以下のような記載をすること

（法16条）。 

(記載例)「理事全員は、この法人を代表す

る。」、「理事長及び常務理事は、この法人を代表

する。」 

理事長以外の理事が代表権を有しない場合

には、第２項にその旨を明記することが望まし

い。 

副理事長が1人の場合は、第３項の「理事長

があらかじめ指名した順序によって、」という

記載を要しない。 

監事の職務は法18条に定められているため、

法人の任意で追加・削除することは望ましくな

い。 
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（任期等） 

第 16 条 役員の任期は、【２】年とする。ただし、再任を妨

げない。 

２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、

それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されてい

ない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでそ

の任期を伸長する。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任

するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後２事

業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任さ

れた場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、

任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期

の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

 

 

法 24 条において「役員の任期は２年以内に

おいて定款で定める期間」と定められており、

２年を超えた任期とすることはできない。 

第 14 条において役員を総会で選任する旨を

明記している場合に限り、法 24 条の規定に基

づき、任期伸長規定を置くことができる。 

役員が存在しない期間が生じた場合、法人が

損害を被るおそれもあることから、前任者は、

辞任または任期満了後においても応急的に業

務執行義務を負うものとされている。しかし、

新たな権限の行使まで認められるものではな

いから、至急後任者を選任する必要がある。な

お、この規定を根拠に２年を超えて役員任期を

伸長することはできない。 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超え

る者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなら

ない。 

 

第 13 条で理事・監事の人数を「○○人以上

○○人以下」と規定している場合、ここでいう

「その定数」とは、現に就任している各役員の

任期の開始時点で選任されていた役員数をい

う。 

（解任） 

第 18 条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったと

きは、総会の議決により、これを解任することができる。

この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与

えなければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められると

き。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない

行為があったとき。 

 

役員の解任は総会の議決の他、理事会の議決

やその他の機関の議決でも構わない。 

（報酬等） 

第 19 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬

を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償

することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長

が別に定める。 

 

 法２条に基づき、報酬を受け取ることができ

る役員は、役員総数の１/３以下となっている。 

 

 

総会以外に理事会等の機関の議決でも構わ

ない。 

（職員） 

第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことが

できる。 

２ 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 

 

職員を置く予定がない場合は不要。 

第５章 総会 

 

（種別） 

第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種

とする。 

会議に関する事項は、法 11 条に基づき、必

要的記載事項 
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（構成） 

第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

(5) 事業報告及び活動決算 

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7) 入会金及び会費の額 

(8) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短

期借入金を除く。第 49 条において同じ。）その他新た

な義務の負担及び権利の放棄 

(9) 事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

 

定款の変更については法 25 条で、解散につ

いては法31条で、合併については法34条で総

会の議決事項とされている。 

他の事項については理事会等の議決事項と

することができるが、所轄庁に報告すべき事業

報告や決算については総会の議決事項とする

のが望ましい。 

また、役員の選任、解任等についても民主的

な運営を図るため総会の議決事項とするのが

望ましい。 

 

（開催） 

第 24 条 通常総会は、毎事業年度【１】回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催

する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の【５】分の【１】以上から会議の目的

である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ

たとき。 

(3) 第 15条第５項第４号の規定により、監事から招集が

あったとき。 

 

法 14 条の２に基づき、少なくとも年１回通

常総会を開催する必要がある）。 

法 14 条の３に基づき、正会員総数の１/５以

上から開催の請求があった場合は、臨時総会を

開催しなければならないこととなっているが、

定款をもってこれを増減することは可能。 

 

（招集） 

第 25 条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長

が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請

求があったときは、その日から【10】日以内に臨時総会を

招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審

議事項を記載した書面又は電子メールなどの電磁的方法

をもって、少なくとも総会の日の５日前までに通知しなけ

ればならない。 

 

 

法 14 条の４に基づき、総会の招集は、定款

で定めた方法により、少なくとも総会の日の５

日前までに行われなければならないこととさ

れている。 

 

目的とは第 24 条に記載された事項を指し、

審議事項とは第 23 条に記載された事項のこと

を指す。 

また、電磁的方法とは、電子情報処理組織を

使用する方法（法施行規則1条）で、例えば、

電子メールなどがこれに該当する。 

（議長） 

第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会

員の中から選出する。 

 

第 26 条 総会の議長は理事長とする。 

 

議長の決め方については、法的規定はないた

め法人が規定する。 
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（定足数） 

第 27 条 総会は、正会員総数の【２】分の【１】以上の出

席がなければ開会することができない。 

 

法律上の規定は、定款変更の際のみ正会員総

数の１/２以上とされている（法25条）が、総

会が法人の最高意思決定機関であることを考

慮する必要がある。 

１/２未満とする場合は、定款変更の際につ

いては法との整合性をとる必要がある。 

（議決） 

第 28 条 総会における議決事項は、第25条第３項の規定に

よりあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席し

た正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

３ 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案

した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

総会の決議があったものとみなす。 

 

あらかじめ通知していない事項についても、

次のように定款に記載することで議決するこ

とができる。 

(記載例)「ただし、議事が緊急を要するもので、

出席した正会員の【 】分の【 】以上の同意が

ある場合はこの限りではない。」 

３項は法 14 条の９に規定された「社員総会

の決議の省略（いわゆる「みなし総会」）にかか

る規定で、定款に定めがなくとも行うことはで

きるが、議決の一つであることから、記載する

ことが望ましい。 

 また、書面のみで、電磁的記録による同意の

意思表示を含めない場合は、３項中の「又は電

磁的記録」を削除する。 

（表決権等） 

第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、

あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法

をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委

任することができる。 

３ やむを得ない理由のため会場に来ることができない正

会員は、オンライン会議などのシステム（発言等の情報伝

達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以

下、同じ。）によって総会に参加し、表決することができ

る。 

４ 前２項の規定により表決した正会員は、第 27 条、前条

第２項、次条第１項第２号及び第50条の適用については、

総会に出席したものとみなす。 

５ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

 

 書面のみで、電磁的方法を用いない場合は、

２項中「又は電磁的方法」を削除する。 
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（議事録） 

第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事

録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面、電磁的方法若しく

はオンライン会議などのシステムによる表決者又は表

決委任者がある場合にあっては、その数を付記するこ

と。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事

録署名人２人以上が署名・押印しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議

があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し

た議事録を作成しなければならない。 

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3) 総会の決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「署名・押印」に代わって「署名」もしくは

「記名・押印」や「署名又は記名・押印」でも

可。 

書面のみで、電磁的記録による同意の意思表

示を含めない場合は、３項中の「又は電磁的記

録」を削除する。 

第６章 理事会 

 

（構成） 

第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。 

会議に関する事項は、法 11 条に基づき必要

的記載事項であり、理事会を設置する場合は記

載が必要。 

（権能） 

第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事

項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事   

項 

 

 総会の機能（第23条）と整合性をとること。 

 例えば、「事業計画及び予算並びにその変更」

を理事会の機能とした場合は、総会の機能（第

23条）から削除する必要がある。 

（開催） 

第 33 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に

開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の【５】分の【１】以上から会議の目的で

ある事項を記載した書面をもって招集の請求があった

とき。 

(3) 第 15条第５項第５号の規定により、監事から招集の

請求があったとき。 

 

 

 

 

「【 】分の【 】以上」の部分は理事の人数を

考慮して設定することが望ましい。 

（招集） 

第 34 条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があ

ったときは、その日から【14】日以内に理事会を招集しな

ければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なく

とも会日の【10】日前までに通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

目的とは第 33 条に記載された事項を指し、

審議事項とは第 32 条に記載された事項のこと

を指す。 
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（議長） 

第 35 条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者

がこれに当たる。 

 

 

（議決） 

第 36 条 理事会における議決事項は、第34条第３項の規定

によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

 

あらかじめ通知していない事項についても、

次のように定款に記載することで議決するこ

とができる。 

(記載例)「ただし、議事が緊急を要し、かつ出

席した理事の【 】分の【 】以上の同意がある

場合は、この限りではない。」 

（表決権等） 

第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、

あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法

をもって表決することができる。 

３ やむを得ない理由のため会場に来ることができない理

事は、オンライン会議などのシステムによって理事会に参

加し、表決することができる。 

４ 前２項の規定により表決した理事は、第 36 条第２項及

び第 38 条第１項第２号の適用については、理事会に出席

したものとみなす。 

５ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事

は、その議事の議決に加わることができない。 

 

（議事録） 

第 38 条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載

した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面、電磁的

方法若しくはオンライン会議などのシステムによる表

決者にあっては、その旨を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事

録署名人２人以上が署名・押印しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「署名・押印」に代わって「署名」もしくは

「記名・押印」や「署名又は記名・押印」でも

可。 

第７章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもっ

て構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄附金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

法 11 条に基づき必要的記載事項。 
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（資産の区分） 

第 40 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に

関する資産の１種とする。 

 

 「その他の事業」も行う場合は、「この法人の

資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事

業に関する資産及びその他の事業に関する資

産の２種とする。」と記載する。 

（資産の管理） 

第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、

総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

 総会の議決以外に、理事会等の機関の議決で

も構わない。 

（会計の原則） 

第 42 条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に

従って行うものとする。 

 

「法第 27 条各号に掲げる原則」とは、正規

の簿記の原則、真実性、明瞭性の原則及び継続

性の原則をいう。 

（会計の区分） 

第 43 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に

関する会計の１種とする。 

 

「その他の事業」も行う場合は、「この法人の

会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事

業に関する会計及びその他の事業に関する会

計の２種とする。」と記載する。 

（事業計画及び予算） 

第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、

理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によ

り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経

て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を

講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみ

なす。 

 

予算管理を行うか否かは法人の任意である

ことから、予算管理を行わない場合または内規

等で予算管理を行う場合は、記載を要しない。 

（予算の追加及び更正） 

第 46 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、

総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることが

できる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 47 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表

及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了

後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会

の議決を経なければならない。 

２ 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越す

ものとする。 

 

（事業年度） 

第 48 条 この法人の事業年度は、毎年【４】月【１】日に

始まり翌年【３】月【31】日に終わる。 

 

法 11 条に基づき必要的記載事項。事業年度

の開始日は自由に設定することができる。 

（臨機の措置） 

第 49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ

その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと

するときは、総会の議決を経なければならない。 

 

予算管理を行うか否かは法人の任意である

ことから、予算管理を行わない場合または内規

等で予算管理を行う場合は、記載を要しない。 
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第８章 定款の変更、解散及び合併 

 

 

（定款の変更） 

第 50 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会

に出席した正会員の【４】分の【３】以上の多数による議

決を経、かつ、法第 25 条第３項に規定する以下の事項の

変更については所轄庁の認証を得なければならない。 

(1) 目的 

(2) 名称 

(3) 法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営

利活動に係る事業の種類 

(4) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地（所轄庁変

更を伴うものに限る） 

(5) 社員の資格の得喪に関する事項 

(6) 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く） 

(7) 会議に関する事項 

(8) その他の事業を行う場合、その種類その他当該その

他の事業に関する事項 

（9） 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限

る） 

（10） 定款の変更に関する事項 

法 11 条に基づき、定款の変更と解散に関する 

事項は必要的記載事項 

 

 

法 25 条に基づき、定款変更の際には、定款

に特別の定めがない限り、正会員総数の１/２

以上が出席し、その出席した正会員の３/４以

上の議決が必要となる。 

 

法 25 条第３項に規定する以外の事項は、 

・事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わない） 

・役員の定数に関する事項 

・資産に関する事項 

・会計に関する事項 

・事業年度 

・残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解

散に関する事項 

・公告の方法          をいう。 

（解散） 

第 51 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正

会員総数の【４】分の【３】以上の承諾を得なければなら

ない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認

定を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 31 条の２に基づき、解散の際には、定款

に特別の定めがない限り、正会員総数の３/４

以上の承諾が必要となる。 

（残余財産の帰属） 

第 52 条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除

く。）したときに残存する財産は、法第11条第３項に掲げ

る者のうち、『解散総会において選定した残余財産を帰属

すべき者』に譲渡するものとする。 

 

左の『解散総会において選定した残余財産を

帰属すべき者』は、他の特定非営利活動法人、

国又は地方公共団体、公益財団法人又は公益社

団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法

人から選定されなければならない。 

帰属先を定めない場合、または帰属先が明確

でない場合は、所轄庁の認証を得て、国または

地方公共団体に譲渡されるか、国庫に帰属され

ることとなる。 

（合併） 

第 53 条 この法人が合併しようとするときは、総会におい

て正会員総数の【４】分の【３】以上の議決を経、かつ、

所轄庁の認証を得なければならない。 

 

定款に特別の定めがない限り、合併の際に

は、正会員総数の３/４以上の議決が必要。 
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第９章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第 54 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示する

とともに、官報に掲載して行う。 

ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表

の公告については、『内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト（法

人入力情報欄）』に掲載して行う。 

法 11 条に基づき必要的記載事項。 

 

公告とは、第三者の権利を保護するため、第

三者の権利を侵害するおそれのある事項につ

いて広く一般の人に知らせることである。法人

の活動実態に応じて、官報、日刊新聞やインタ

ーネットホームページを選択して記載するこ

とが考えられる。 

法人は、前年度の貸借対照表の作成後遅滞な

くこれを公告しなければならない。貸借対照表

の公告方法は以下の４つの方法から選んで定

款で定める必要がある。 

(公告方法の記載例) 

・官報  

・○○県において発行する○○新聞（日刊新

聞紙） 

・この法人のホームページ、内閣府ＮＰＯ法

人ポータルサイト（法人入力情報欄） 

・この法人の主たる事務所の掲示場に掲示 

第 10 章 雑則 

（細則） 

第 55 条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の

議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

附 則 

 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

設立当初の記載内容は、成立後において変更

しない。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理 事 長  ○ ○ ○ ○ 

副理事長  ○ ○ ○ ○ 

理 事  ○ ○ ○ ○ 

 同    ○ ○ ○ ○ 

監 事  ○ ○ ○ ○ 

 同    ○ ○ ○ ○ 

 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第１項の

規定にかかわらず、成立の日から【令和○】年【５】月【31】

日までとする。 

総会の開催時期を考慮に入れ、役員任期の末

日を事業年度の末日の２～３か月後にずらし

ておくと、法人運営に支障をきたすおそれが少

ない。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 44

条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるも

のとする。 

 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第 48 条の規定にか

かわらず、成立の日から【令和○】年【３】月【31】日ま

でとする。 

 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定

にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1) 正会員入会金 ○○○円 

正会員会費 □□□円（１年間分） 

(2) 賛助会員入会金 △△△円 

賛助会員会費 ▽▽▽円（１年間分） 

正会員以外の会員について定める場合は、正

会員と区別して記載する。 
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③ その他 

 

ア 法人の名称について 

原則として、どのような名称にするかは法人の自由ですが、他の法律で使用が禁止されている名称

や国・地方公共団体と誤認されるような名称は使用できません。また、「特定非営利活動法人」という

文言を必ずしも使用する必要はなく、「ＮＰＯ法人」の文言を使用することもできます。 

所轄庁の認証を受けた後に法務局に登記して初めて法人が設立します。名称を考える際には、登記

上認められた文字または符号であることを確認しておきましょう。 
 

（使用できる文字・符号） 

・日本語 ・ローマ字 ・アラビヤ数字 

・「＆」（アンパサンド） ・「’」（アポストロフィー） ・「，」（コンマ） 

・「－」（ハイフン） ・「．」（ピリオド） ・「・」（中点） 
 

（他の法律で使用が禁止されている名称の例） 

  小学校、中学校、社会福祉法人、銀行 
 

（誤認される文言例） 

  香川県庁、香川県○○課、内閣府(ただし、香川県○○会の様な名称は可能です。） 
 

※符号は、本来の目的外の目的で使用した場合、登記が認められない可能性があります。詳しくは法務局にお

問い合わせください。 

（例）「－」（ハイフン）は文字と文字とをつなぐ目的であれば使えますが、それ以外の目的として使用した場

合は、登記が認められない可能性があります。 

    「特定非営利活動法人 シャイン－スプリング」はＯＫ 

    「特定非営利活動法人 シャインスプリング －春の風－」はＮＧ 

 

イ 法人の事業について 

ＮＰＯ法人は、「特定非営利活動に係る事業」の他に、特定非営利活動に係る事業に支障がない限

りにおいて「その他の事業」を行うことができます。ただし、「その他の事業」で利益が生じたとき

は、その利益は「特定非営利活動に係る事業」のために活用しなければなりません。なお、法人の

主の事業は「特定非営利活動に係る事業」ですので、「その他の事業」が法人の中心的な事業となっ

てはなりません。 

どのような事業が「その他の事業」にあたるかについては、以下の例をご覧ください。 

 

（「その他の事業」の例） 

 法人の目的：障害者の福祉の増進 

 法人の活動：〇特定非営利活動に係る事業 

→障害者の自立支援 

       〇その他の事業       

→駐車場の経営 

 

特定非営利活動に係る事業 

（法人の目的達成のための事業：本来事業） 

その他の事業 

（本来事業を支える事業） 

・作業所の運営 

・障害者向けパソコン教室 

・障害者の自立支援に向けたセミナー開催 

・駐車場の経営 

  
利益は本来事業へ 

特定非営利活動に係る

事業で収益をあげても

かまいません。 
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ウ 総会の開催について 

社員総会は、必ずしも対面により開催する必要はありません。オンライン会議システムなどのネ

ットワーク技術を活用することによって、実際の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員

総会を開催したものと認められます。その場合、発言したいときは自由に発言できるようマイクが

準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性・

即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。 

 

エ 理事と監事について 

法では、役員である理事及び監事の役割が規定されており、理事は職員を兼ねることができます

が、監事は公平中立に監査を行う立場のため、理事及び職員を兼ねることはできません。 

  

理事 監事 

理事は、すべて特定非営利活動法人の

業務について、特定非営利活動法人を

代表する。（法16条） 

 

特定非営利活動法人の業務は、定款に

特別の定めのないときは、理事の過半

数をもって決する。（法17条） 

 

 

 

 

職員を兼ねることができる。 

 

 

 

１ 理事の業務執行の状況を監査すること。 

２ 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 

３ 前２号の監査の結果、特定非営利活動法人の業務または財

産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大

な事実があることを発見した場合には、これを社員総会また

は所轄庁に報告すること。 

４ 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を

招集すること。 

５ 理事の業務執行の状況または特定非営利活動法人の財産の

状況について、理事に意見を述べること。（法18条） 

 

理事または職員を兼ねてはならない。（法19条） 

 

 社員 役員(理事) 役員(監事) 職員 

社員  〇 〇 〇 

役員(理事) 〇  × 〇 

役員(監事) 〇 ×  × 

職員 〇 〇 ×  

 

※ 社員と職員の違い 

社員とは、ＮＰＯ法人の最高意思決定機関である社員総会において議決権を持つ正会員のことであ

り、職員とは法人の従業員のことを指します。 

  

法人の業務を決定・運営 理事の業務を監査 



 

― 設立編 19 ― 

法

人

設

立

（３） 役員名簿 

 

役員名簿とは、誰が役員に就任しているかを示す書類で、役員の氏名、住所、報酬の有無を記載し

ます。法第15条の規定により、ＮＰＯ法人には理事３人以上及び監事１人以上を置かなければなりま

せん。なお、この書類は、所轄庁において、住所または居所を除いて公衆の縦覧に供されます。 

 

① 記載例（様式は任意） 

 
役 員 名 簿 

 
 
 
 

特定非営利活動法人○○○○○ 

役職名 氏名 住所又は居所 報酬の有無 

理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

副理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 有 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

監事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

    

 

 

 

 

 

 

※ 報酬とは 

 ここでいう報酬とは、「役員の業務に対する対価」であり、理事が職員である場合の「職員としての

給与」とは異なります。 

職員として給与の支払いを受けている者が理事の場合、給与とは別に理事の仕事に対し報酬を得て

いる場合は、「報酬は有」となりますが、給与のみの場合は「報酬は無」となります。 
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理事長 香川花子
副理事長 香川太郎 理事長の夫
理事
理事
監事

理事長 香川花子
副理事長 香川太郎 理事長の夫
理事
理事
理事
監事

理事長 香川花子
副理事長 香川太郎 理事長の夫
理事 A
理事 B Aの妻
理事 C
監事 D

② 留意事項 

 

ＮＰＯ法人の私物化を避けるために、親族が役員に就任することに関する制限規定があります。 

役員は法21条により、それぞれの役員について、親族（配偶者及び３親等以内の親族）が１人を超え

て含まれることが禁止され、さらに、当該役員と親族（配偶者及び３親等以内の親族）が役員の総数の

3分の１を超えて含まれることが禁止されていますので、注意してください。 

 

 

 役員総数が５人以下の場合は、１人も親族（配偶者及び３親等以内の親族）は役員になることができ

ません。 

 

 役員総数が６人以上の場合は、役員１人につき、本人のほか、その親族（配偶者及び３親等以内の親族）

の１人までは役員になることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３親等以内の親族図＞ 

 

 

 

役員５人以下では、親族が 1 人入

ると、当該役員＋親族の数が２

人となり、役員総数の３分の１を

超えている。 

役員６人であれば、当該役員＋親

族の数（２人）が、役員総数の３

分の１を超えない。 

それぞれの役員について、親族が

１人までであり、役員総数の３分

の１を超えていない。 
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（４） 就任承諾及び誓約書のコピー 

 

各役員が法人の役員への就任を承諾し、かつ役員の欠格事由に当たらないこと、親族規定に違反し

ないことを示すための書類です。各役員が記入し提出した書類のコピーを提出してください。なお、

役員全員分のコピーが必要です。 

 
① 記載例（様式は任意） 

 

 

 

○○年○○月○○日 

                   

                   

 

 特定非営利活動法人○○○○○ 御中 

 

 

就 任 承 諾 及 び 誓 約 書 

 

                    住所又は居所 ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

                    氏名     ○○ ○○            

              

              

 

 私は、特定非営利活動法人○○○○○の       に就任することを承諾するとともに、特

定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓い

ます。 

 
② 留意事項 

 
法第20条（役員の欠格事項）の規定により、次の各号のいずれかに該当する者は、法人の役員になるこ

とができません。 

○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

○ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から

２年を経過しない者 

○ この法律もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第32条の３第７項及

び第32条の11第１項の規定を除く。第47条第１号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、または刑

法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条の２、第222条もしくは第247条の罪も

しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

○ 暴力団またはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者 

○ 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証

を取り消された日から２年を経過しない者 

○ 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者 

理事長 
理事 
監事 

注意！ コピーのみを提出し、原本は団体で保管してください。 
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（５） 各役員（役員全員分）の住所または居所を証する書面 

 

役員（理事・監事）の住所または居所を証明するための書類です。 

 
① 住民基本台帳法の適用を受ける者 

  
住民票（コピー不可、※マイナンバー（個人番号）の記載が無いものに限る。）または、住民票に記載を

した事項に関する証明書（住所が記載されているものに限る。）を提出してください。 
 なお、県が住民基本台帳ネットワークを利用することにより、氏名、住所等を確認できる役員につい

ては、書面の添付を省略することができます。 

 
 
② 上記に該当しない者（外国に住む外国人など） 
 
住所または居所を証する権限のある官公署が交付する書面 

 
 

○特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項 

第２条 

２ 法第10条第１項第２号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げるものとする。 

⑴ 役員が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第１項に規定する住民

票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書（住所が記載されているものに限る。） 

⑵ 役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官

公署が交付する書面。 
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（６） 社員のうち10人以上の者の名簿 

 
 認証の要件である社員が 10 人以上集まっていることを証明するための書類です。社員全員を記載

する必要はありませんが、10 人以上の社員を記載してください。なお、社員も役員（理事・監事）に

なることができます。 

 
① 記載例（様式は任意） 

 
社員のうち10人以上の者の名簿 

 
 

特定非営利活動法人○○○○○ 

氏名 住所又は居所 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

（一社）△△△ 

代表 ○○ ○○ 
○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

 
 
 
 
② 留意事項 

 
必ず10人以上の氏名及び住所または居所の記載が必要です。 
また、法人または人格なき社団（任意団体）が社員である場合は、「氏名」欄にその名称と代表者の氏名

を記載し、「住所又は居所」の欄は、法人にあっては主たる事務所の所在地を、人格なき社団（任意団体）

にあってはその代表者の住所または居所を記載してください。 
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（７） 確認書 

 

① 記載例（様式は任意） 

 
  

確  認  書 

 

 

 

 特定非営利活動法人○○○○○は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第12条第

１項第３号に該当することを、○○年○○月○○日に開催された設立総会において確認しました。 

          

 

 

    ○○年○○月○○日 

 

 

 

            特定非営利活動法人○○○○○ 

            設立代表者 住所又は居所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

                    氏名      ○○ ○○            

 

 
 

○特定非営利活動促進法第２条第２項第２号 

（定義） 

第２条 

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次

の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 

(２) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもので

ないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）

の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支

持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

 

○特定非営利活動促進法第12条第１項第３号 

（認証の基準等） 

第12条 

１ 所轄庁は、第10条第１項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しな

ければならない。  

(３) 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若し

くは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）

の統制の下にある団体 
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（８） 設立趣旨書 

  

設立趣旨書は、法人設立の動機、法人として行おうとする活動（事業）、その活動が不特定かつ多数

のものの利益の増進に寄与するものであることなどが、第三者にわかるように記載してください。 

また、「申請に至るまでの経過」の欄は、任意団体として活動した実績がある場合は、これまでどの

ように取り組んできたのか時系列に記載するとわかりやすいでしょう。 

なお、この書類は、所轄庁において、公衆の縦覧に供されます。 

 

① 記載例（様式は任意） 

 

 
設 立 趣 旨 書 

 
１ 趣旨 
  特に定まった書き方はありませんが、次のポイントを押さえると記載しやすいと思います。 

 問題の提起（活動に取り組むきっかけとなった現状や社会的背景・社会的課題） 
 問題の解決（どのような状態になるのが望ましいのか） 
 取組の方向（望ましい状態にするため、団体としてどのような活動をしてきたのか） 
 公 益 性（活動が不特定かつ多数の利益の増進に、どのように寄与するのか） 
 法人格の必要性（今後の発展性、活動の活性化についての決意） 

 
 
２ 申請に至るまでの経過 

時系列に記載するとわかりやすくなります。 
○年○月○日  任意団体○○を設立 
○年○月○日  会員間で法人設立の意思確認 
○年○月○日  法人設立のための設立準備会設立 
○年○月○日  設立準備会開催 
○年○月○日  設立準備会開催 
○年○月○日  設立総会開催 

 
 
    ○○年○○月○○日 

 

 

 

                           特定非営利活動法人○○○○○ 

                           設立代表者氏名  ○○ ○○           
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（９） 設立についての意思の決定を証する議事録のコピー 

  

設立についての意思の決定を証する設立総会の議事録のコピーを提出してください。 

設立総会で、定款、事業計画、活動予算、役員（理事・監事）の選任等を行ったことを議事録で確

認します。 

 

① 記載例（様式は任意） 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○○設立総会 議事録 

 

１ 日  時  ○○年○○月○○日 ○○：○○～○○：○○ 

２ 場  所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号  ○○○○○○○○○会議室 

３ 出席者数  会員総数 ○○名 うち出席者数 ○○名（うち委任状出席者 ○○名） 

４ 審議事項 

第１号議案 特定非営利活動法人○○○○○設立について 

第２号議案 特定非営利活動法人○○○○○設立趣旨書に関する事項 

第３号議案 特定非営利活動法人○○○○○定款に関する事項 

第４号議案 設立当初の財産に関する事項 

第５号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算に関する事項 

第６号議案 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号に該当する団体

であることの確認に関する事項 

第７号議案 役員の選任に関する事項 

第８号議案 特定非営利活動法人○○○○○の事務所の設置に関する事項 

第９号議案 設立代表者の選任と権限委任に関する事項 

第10号議案 議事録署名人の選任に関する事項 

５ 議事の経過の概要及び議決の結果 

議長選任の件 

○○ ○○が議長に選任され、議長は、総会成立の要件を満たしていることの報告に引き続き、

本総会の成立を宣言した。 

第１号議案 議長は、別紙設立趣旨書を配布の後、特定非営利活動法人○○○○○の設立に関し説

明をし、その承認を求めたところ異議なく承認された。 

第２号議案 議長は、別紙設立趣旨書の説明をし、その承認を求めたところ異議なく可決された。 

第３号議案 議長は、定款について説明をし、その承認を求めたところ異議なく承認された。 

第４号議案 議長は、設立当初の財産目録について説明をし、その承認を求めたところ承認された。 

第５号議案 議長は、設立の初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算案の説明をし、その承認を

求めたところ、原案のとおり承認された。 

第６号議案 議長は、特定非営利活動促進法第２条及び第12条の説明をし、当団体が特定非営利活

動促進法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号に該当する団体であることに

つき確認を求めたところ、異議なく承認され、本総会において確認された。 

  

注意！ コピーのみを提出し、原本は団体で保管してください。 
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第７号議案 議長は、当法人の設立当初の役員の選任について諮ったところ、議案書に挙げられて

いる下記○○名（理事○名、監事○名）を設立当初の役員として、選任した。 

理事長 ○○ ○○ 副理事長 ○○ ○○ 

理事  ○○ ○○、 ○○ ○○、 ○○ ○○ 

監事  ○○ ○○ 

なお、役員に選任された者は、役員の就任を承諾する旨を述べた。 

第８号議案 議長は、当法人の事務所を○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号に設置する旨を説

明し、その承認を求めたところ、異議なく承認された。 

第９号議案 議長は、設立代表者を選任し、所轄庁に対する設立認証の申請手続きに係る一切の権

限を委任したい旨を述べ、これを諮ったところ、異議なく承認された。 

設立代表者 ○○ ○○ 

なお、議長は、設立認証の申請手続きのため、定款その他の書類について原案の骨子

に変更のない程度の字句の修正は設立代表者に一任する旨を諮ったところ、異議なく

承認された。 

第10号議案 議事録署名人について、議長が当日出席者である○○ ○○と○○ ○○の２名を指

名したところ、異議なく承認された。 

議長は、以上をもって特定非営利活動法人○○○○の設立に関するすべての議事を終了した旨を述べ、

閉会した。 

 

 上記議事の経過及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は、次に署

名押印する。 

 

   ○○年○○月○○日 

 

 特定非営利活動法人○○○○○ 設立総会 

                           議長      ○○ ○○    ㊞ 

                           議事録署名人  ○○ ○○    ㊞ 

                           議事録署名人  ○○ ○○    ㊞ 

 

 

 

② 留意事項 

 
○  この書類は「特定非営利活動法人の設立についての意思の決定」を確認するための書類であり、ここ

に示す様式は、あくまでも一例です。 
○ 設立総会でしなければならないことは、次のとおりです。 

・設立趣旨書、定款、設立当初の財産目録、設立の初年度及び翌年度の事業計画書及び活動予算書、事

務所の設置場所の承認 
・特定非営利活動促進法第２条２項第２号及び第 12 条第１項第３号に該当する団体であることの確認 
・設立当初の役員の選任 
・設立代表者の選任とその者に所轄庁に対する設立認証の申請手続きに係る一切の権限を委任すること 
・議事録署名人の選任 

○ 開催場所についての制限は特にありません。また、議長についても資格制限はありません。 
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（10） 設立初年度及び翌事業年度の事業計画書（２事業年度分） 

  

事業計画書とは、どのような事業を行うかを記載した書類のことで、設立初年度と翌事業年度をそ

れぞれ別に作成してください。様式は任意ですが、団体がどのような事業を、どのようにしていくの

かを分かりやすく簡潔に記載してください。なお、この書類は、所轄庁において、公衆の縦覧に供さ

れます。 

 

① 記載例（様式は任意） 

 
○○年度事業計画書 

 

特定非営利活動法人○○○○○ 

１ 事業実施の方針 

本法人の設立初年度（設立２年度目）である○○年度は、○○○を中心として○○○のため

に○○○を行っていく。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 ⑴ 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 事 業 内 容 
実施予定
日 時 

実施予定
場 所 

従事者の 
予定人数 

受益対象者
の範囲及び
予 定 人 数 

事業費の 
予 算 額 
（千円） 

○○事業 ○に対し○○を行う。 通年 県全域 ○○○人 ○○人 ○○○ 

○○事業 △△を作成する。 ○月 未定 ○○○人 一般県民 ○○○ 

××事業 ××の販売を行う ○～○月 ○○施設 ○○○人 県民・会員 ○○○ 

□□活動 □のため□□を行う 随時 ○○市 ○○○人 ○内の住民 ○○○ 

◎◎ｻｰﾋﾞｽ ◎を対象とした◎◎ ○月○日 ・・・・ ○○○人 ・・・・・ ○○○ 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ その他の事業 

事 業 名 事 業 内 容 
実施予定
日 時 

実施予定 
場 所 

従事者の 
予定人数 

事業費の 
予 算 額 
（千円） 

○○○事業 ○○のための○○を作成販売する 年○回 ○○○○ ○○名 ○○○ 

△△△事業 ○○に関する○○を販売する 通年 法人事務所 ○○名 ○○○ 
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（11） 設立初年度及び翌事業年度の活動予算書（２事業年度分） 

  

活動予算書とは、法人の運営にかかる予算をどのように計画しているかを記載した書類のことで、

設立初年度と翌事業年度をそれぞれ別に作成してください。なお、設立初年度は、設立から年度末ま

での月数で予算を勘案することが必要です。なお、この書類は、所轄庁において、公衆の縦覧に供さ

れます。 

 

① 特定非営利活動のみ実施している場合の記載例（様式は任意） 

 
○○年度 活動予算書 

設立の日から○年○月○日まで 
特定非営利活動法人○○○○○ 

科 目 金額（単位：円） 
Ⅰ 経常収益 

１ 受取会費 

  正会員受取会費 

  賛助会員受取会費 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

２ 受取寄附金 

  受取寄附金 

  施設等受入評価益 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

３ 受取助成金等 

受取民間助成金 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

４ 事業収益 

  ××事業 

 ◎◎事業 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

５ その他収益  ＊＊＊＊  

経常収益計    （Ａ）   ＊＊＊＊ 

Ⅱ 経常費用 

１ 事業費 

(1)人件費 

役員報酬 

 給料手当 

 法定福利費 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

  

 

 

 

 

 

 人件費計 ＊＊＊＊ 

(2)その他経費 

 会議費 

旅費交通費 

減価償却費 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

その他経費計 ＊＊＊＊ 

事業費計  ＊＊＊＊  

２ 管理費 

(1)人件費 

役員報酬 

給料手当 

法定福利費 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費計 ＊＊＊＊ 

(2)その他経費 

会議費 

旅費交通費 

減価償却費 

施設等評価費用 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

その他経費計 ＊＊＊＊ 

管理費計  ＊＊＊＊  

経常費用計    （Ｂ）   ＊＊＊＊ 

当期経常増減額  （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）   ＊＊＊＊ 
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Ⅲ 経常外収益 

１ 固定資産売却益 

２ ・・・ 

  

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外収益計 （Ｄ）   ＊＊＊＊ 

Ⅳ 経常外費用 

１ 固定資産売却損 

２ ・・・ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外費用計 （Ｅ）   ＊＊＊＊ 

当期正味財産増減額 

（Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） 

  ＊＊＊＊ 

設立時(前期繰越)正味財産額（Ｇ）   ＊＊＊＊ 

次期繰越正味財産額 

（Ｈ）＝（Ｆ）+ (Ｇ） 

  ＊＊＊＊ 

 
 

 

 

 

（初年度の活動計算書） 

 

Ⅲ 経常外収益 

１ 固定資産売却益 

２ ・・・ 

  

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外収益計 （Ｄ）   ＊＊＊＊ 

Ⅳ 経常外費用 

１ 固定資産売却損 

２ ・・・ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外費用計 （Ｅ）   ＊＊＊＊ 

当期正味財産増減額 

（Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） 

  ＊＊＊＊ 

設立時正味財産額（Ｇ）   ＊＊＊＊ 

次期繰越正味財産額 

（Ｈ）＝（Ｆ）+ (Ｇ） 

  ＊＊＊＊ 

  

（事業開始２年度の活動計算書） 

 

Ⅲ 経常外収益 

１ 固定資産売却益 

２ ・・・ 

  

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外収益計 （Ｄ）   ＊＊＊＊ 

Ⅳ 経常外費用 

１ 固定資産売却損 

２ ・・・ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外費用計 （Ｅ）   ＊＊＊＊ 

当期正味財産増減額 

（Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） 

  ＊＊＊＊ 

前期繰越正味財産額（Ｇ）   ＊＊＊＊ 

次期繰越正味財産額 

（Ｈ）＝（Ｆ）+ (Ｇ） 

  ＊＊＊＊ 
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② 「その他の事業」を行っている場合の記載例（様式は任意） 

 

 その他の事業を行う場合は、特定非営利活動に係る事業と明確に区分して作成する必要があります。 

 
○○年度 活動予算書 

設立の日から○年○月○日まで 
特定非営利活動法人○○○○○ 

科 目 
金額（単位：円） 

特定非営利活
動に係る事業 その他の事業 合計 

Ⅰ 経常収益 

１ 受取会費 

  正会員受取会費 

  賛助会員受取会費 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

  

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

２ 受取寄附金 

  受取寄附金 

 

＊＊＊＊ 

  

＊＊＊＊ 

３ 受取助成金等 

受取民間助成金 

施設等受入評価益 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

４ 事業収益 

  ××事業 

 ◎◎事業 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

５ その他収益 ＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

経常収益計    （Ａ） ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

Ⅱ 経常費用 

１ 事業費 

(1)人件費 

役員報酬 

 給料手当 

 法定福利費 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

  

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 人件費計 ＊＊＊＊   

(2)その他経費 

 会議費 

旅費交通費 

減価償却費 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

その他経費計 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

事業費計 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

２ 管理費 

(1)人件費 

役員報酬 

給料手当 

法定福利費 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

人件費計 ＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

(2)その他経費 

会議費 

旅費交通費 

減価償却費 

施設等評価費用 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

その他経費計 ＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

管理費計 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

経常費用計    （Ｂ） ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

当期経常増減額  （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 
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Ⅲ 経常外収益 

１ 固定資産売却益 

２ ・・・ 

  

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外収益計 （Ｄ）   ＊＊＊＊ 

Ⅳ 経常外費用 

１ 固定資産売却損 

２ ・・・ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外費用計 （Ｅ）   ＊＊＊＊ 

当期正味財産増減額 

（Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

設立時(前期繰越)正味財産額（Ｇ）   ＊＊＊＊ 

次期繰越正味財産額（Ｈ）＝（Ｆ）＋Ｇ）   ＊＊＊＊ 
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３ 認証申請書類の縦覧期間中の補正について 

 

ＮＰＯ法人の認証申請（設立認証申請、定款変更認証申請、合併の認証申請）にかかる申請書または当

該申請書に添付した書類の軽微な不備については、所轄庁が受理した日から１週間を経過するまでの間に

限り、その補正が認められます。 

補正を行おうとするときは、補正書（第２号様式）に、不備を補正した申請書または定款等の添付書類

を添付して、所轄庁に提出してください。 

なお、以下の書類について補正を行う場合は、補正後の書類各２部を添付してください。 

○定款 

○役員名簿（役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 

○設立趣旨書または合併趣旨書 

○設立もしくは合併当初の事業年度または定款変更の日の属する事業年度及びそれらの翌事業年度の事

業計画書 

○設立もしくは合併当初の事業年度または定款変更の日の属する事業年度及びそれらの翌事業年度の活

動予算書 

○法第26条第２項の規定により添付する事業報告書等 

 

① 記載例（規則第２号様式） 

 

補 正 書 

 

○○年○○月○○日 

香川県知事 ○○○○  殿 

 

                   申立者 住所又は居所 ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

氏名     ○○ ○○ 

（特定非営利活動法人にあっては、  

その名称及び代表者の氏名）   

 

 

○○年○○月○○日に申請した内容について不備があったので、特定非営利活動促進法第10条第４項（同

法第25条第５項及び第34条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり補正を申し立

てます。 
 

記 
 

１ 補正する書類の種類 

例：特定非営利活動法人設立認証申請書 
 

２ 補正の内容 

  例： 
 

 

 

３ 補正の理由 

例：誤記のため  

補正後 補正前 

○行目 

×××○× 

○行目 

××××× 
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４ 設立認証後の手続きについて 

 

ＮＰＯ法人は、所轄庁の認証を得た後、法人の主たる事務所を管轄する法務局に設立の登記を行う

ことにより、成立します。設立の登記は、所轄庁による設立の認証の通知を受けた日から２週間以内

に行ってください。 

設立の登記が完了したときは、所轄庁に対し、設立登記完了届出書を提出しなければなりません。

届出に必要な書類は、次のとおりです。なお、設立の認証を受けた者が、設立の認証があった日から

６か月を経過しても登記しないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができます（法第13条

第３項）。この他、税務関係の手続きや、職員を雇用した場合は健康保険等、様々な手続きが必要です。 
 

団  体 香川県 

  

 

No. 提出書類の名称または種類 提出部数 記載例等 

１ 設立登記完了届出書（規則第３号様式） １部 ｐ.35 

２ 

登記事項証明書【原本】（例：現在事項証明書、履歴事項証明書） 

＊登記をした法務局に申請して、交付を受けてください。 
１部 ｐ.35 

上記のコピー １部 ｐ.35 

３ 設立当初の財産目録 ２部 ｐ.36 

 

 

●認証通知到達日から２週間

●登記後、

遅滞なく 

法務局で法人設立登記 

※主たる事務所の住所地を管轄する法務局で登記す

ることにより法人が設立 

設立登記完了届の提出 

○設立完了届出書 

○登記事項証明書 

○財産目録 

○登記事項証明書のコピー 

設立登記完了届の受理 

内閣府ポータルサイトに 

法人情報掲載 

税務関係の手続き 

○ 法人(設立・異動)届 ⇒ 県税事務所 

○ 法人設立の届出 ⇒ 市町の税担当課 

収益事業を行う場合 

収益事業開始届 ⇒ 税務署 

職員を雇用する場合 

労働保険関係 ⇒ 労働基準監督署 

雇用保険関係 ⇒ 公共職業安定所 
健康保険・厚生年金保険 ⇒ 年金事務所 

法人の状況によって異なり、

これらは一例です。 
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① 設立登記完了届出書の記載例（規則第３号様式） 

 

 

設立（合併）登記完了届出書 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

 

                        特定非営利活動法人の名称 

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

代表者氏名  ○○ ○○           

                        

 

 

 

設立（合併）の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第２項（同法第39条第２項におい

て準用する同法第13条第２項）の規定により、届け出ます。 

 

 

 

② 登記事項証明書（例：現在事項証明書、履歴事項証明書） 

 

設立登記後に法務局で取得し、原本とコピーを１部ずつ提出してください。 
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③ 設立当初の財産目録の記載例（様式は任意） 

 

 「財産目録」とは、法人の資産及び負債の詳細を記載したものです。なお、所轄庁において、一般

の閲覧に供されるとともに、コピーの請求があった場合にはコピーさせます。 
 また、この設立当初の財産目録は常に事務所に備え置かなければなりません。（法14条） 
 

 
設立当初の財産目録 

 
○○年○○月○○日現在 

 
 

特定非営利活動法人○○○○○ 

科 目 ・ 摘 要 金額（単位：円） 
Ⅰ 資産の部 
 １ 流動資産 
    現金預金 
     現金   現金手許有高 
     普通預金 ○○銀行○○支店 
    未収金 

 
 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 
 

 
 

 

 流動資産合計（Ａ）  ＊＊＊＊  

 ２ 固定資産 
(1)有形固定資産 

車両運搬具 
什器備品 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 
 
 

 

有形固定資産計 ＊＊＊＊  

(2)無形固定資産 
ソフトウェア 

 
＊＊＊＊ 

 

無形固定資産計 ＊＊＊＊  

(3)投資その他資産 
敷金 

 
＊＊＊＊ 

 

投資その他資産計 ＊＊＊＊  

 固定資産合計（Ｂ）  ＊＊＊＊  

資産合計 （Ｃ）   ＊＊＊＊ 

   

Ⅱ 負債の部 
 １ 流動負債 
    役員借入金    
    未払金 
    預り金 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 
 

 流動負債合計（Ｄ）  ＊＊＊＊  

２ 固定負債 
    長期借入金  ○○銀行○○支店 

 
＊＊＊＊ 

 
 

 

 固定負債合計（Ｅ）  ＊＊＊＊  

  負債合計 （Ｆ）   ＊＊＊＊ 

 
  正味財産 （Ｇ） 

   
＊＊＊＊ 
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５ 関係機関への届出等 

  

法人の事業内容や雇用の状況などにもよりますが、所轄庁以外の関係官庁にも届出等の手続きが必

要となります。手続きの詳細については、それぞれの窓口に問い合わせてください。 

 

（１）税務関係の手続き 

 

 法人になれば、法人として課税されます。県税（法人県民税や法人事業税）は県税事務所に、市町

税は各市町の税担当課が課税・徴収を行うこととなるため、法人が設立したことを届けなければなり

ません。また、一部減免される場合がありますので、確認しましょう。（法人税法上の収益事業をして

いない場合は、申請することで県税等の一部が減免される場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/shinsei.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法人の県民税 
 法人税割：法人税の額に応じて納めるもの均

等 割：資本金等の額に応じて納めるもの 
 ※均等割が減免される場合があります 

法人の事業税 
 法人税法上の収益事業に対して課税 

香川県県税事務所 
 〒760-0068 
  高松市松島町 1-17-28 
☎ 087-806-0309 

法人(設立・ 

異動)届 

法人の市町民税 
 法人税割：法人税の額に応じて納めるもの均

等 割：資本金等の額に応じて納めるもの 

各市町の税担当窓口 

法人設立の届出 

法人税  
法人税法上の収益事業に対し課税  

税務署 

収益事業開始届出

消費税  
基準期間における課税売上高が 1,000 万円を超え

る法人 

申告・納税 

所得税  
給与や講師謝金の支払いがある法人は、給与等を

支払う際に法人が所得税を徴収し、本人に代わっ

て納付する義務があります(源泉徴収制度)。 

給与支払事務所
等の開設・移転・
廃止届 

個人住民税 
 給与を支払っている法人で、個人住民税を毎月

徴収して法人が市町に納付する場合 
給与支払報告書 
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（２）その他の手続き 

 

① 労働保険関係 → 窓口は、法人の事務所を所轄する労働基準監督署等になります。 

 

労働保険とは、「労働者災害補償保険（労災保険）」と「雇用保険」を総称した言葉です。農林水産

の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業所となり、事業主は、労働保険の保険

関係成立届を労働基準監督署に提出し、労働保険料を納付する必要があります。 

ＮＰＯ法人についても、職員を雇う場合は適用事業所になりますので、手続きが必要になります。 

 

・労働保険の保険関係成立届 

・労働保険料申告書 
→ 提出先：労働基準監督署 

 

・雇用保険適用事業所設置届 

・雇用保険被保険者資格取得届 
→ 提出先：公共職業安定所 

 

② 社会保険関係 → 窓口は、法人の事務所を管轄する年金事務所になります。 

 

社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」を総称した言葉です。ＮＰＯ法人などの法人事業

所は、常時従業員（事業主のみの場合も含む）を使用する場合、必ず「健康保険」と「厚生年金保険」

に加入しなければなりません。 

 

 

 

税や雇用主としての手続きのほか、法人の事業内容によっては、法律等に基づく許可や免許、

登録などが必要とされている場合があります。事業の実施に当たっては、事前によく調査し、こ

れらの法的手続きに遺漏がないようにしましょう。 
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〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番 10号
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ＮＰＯ法人は、法の定めに従って様々な手続きを適正に行う必要があります。

提出を怠ると、法 80条に基づき、理事、監事又は清算人に 20万円以下の過料が課せられる場合が

ありますので、注意してください。

手続き 内容 時期

事業報告 前事業年度の活動内容や決算などについて報

告を行うもの。

事業年度終了後、

３か月以内

役員変更 役員の氏名又は住所（居所）に変更があった場

合に届け出るもの。

変更後、遅滞なく

定

款

の

変

更

定款変更（認証） 認証が必要な事項に該当する変更を行う場合

に申請するもの。

随時

効力発生は認証を受けた後

定款変更（届出） 認証が必要な事項以外の変更をした場合に届

け出るもの。

変更後遅滞なく

定款変更登記完了 定款の変更に係る登記の変更をした場合に提

出するもの。

登記を行った後、遅滞なく

本編において使用している省略語は、次のとおりです。

法 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）

法 令 特定非営利活動促進法施行令（平成 23年政令第 319号）

法 規 特定非営利活動促進法施行規則（平成 23年内閣府令第 55号）

条 例 特定非営利活動促進法施行条例（平成 10年条例第 30号）

規 則 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成 10年規則第 50号）

NPO 法人 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人

認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 44条第１項に規定する認定特定非営利活動法人

特例認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 58条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人

所轄庁 特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県の

知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人に

あっては、当該指定都市の長）

（注）この手引きは、改正法施行日（令和３年６月９日）の法令に基づいて作成しています。



 

― 運営編 1 ― 

事

業

報

告

１ 事業報告について 

（１）事業年度終了後の実務 

所轄庁への手続きについて、事業年度が４月１日から翌年３月31日の法人を事例にあげると、次

のようになります。 

 

          遅滞なく  
事業年度終了後 

３か月以内 

3/31             6/30までに 

事
業
年
度
終
了
日  

事
業
報
告
書
・
計
算
書
類
の
作
成 

 

監
事
に
よ
る
監
査
の
実
施 

 

理
事
会
の
開
催 

 

通
常
総
会
の
開
催  

閲
覧
書
類
の
備
置
き 

貸
借
対
照
表
の
公
告 

 

所
轄
庁
へ
事
業
報
告
書
等
を
提
出 

掲載ページ P.2      P.15  P.17 P.18  P.17 

 

（２） 所轄庁への提出書類等の作成 

 

法29条に基づき、毎事業年度初めの３か月以内に事業報告書及び計算書類（活動計算書・貸借対

照表）、財産目録等を作成し、所轄庁に提出することが義務付けられており、それを怠ると、法80条

により理事・監事は20万円以下の過料の対象となるとともに、３年以上提出がない場合は、認証の

取消対象となります。期限内に提出するようにしてください。 
 

毎事業年度初めの３か月以内とは？ 

○ 事業年度が12月31日に終了する法人 → 事業報告書等の提出期限 ３月31日 

○ 事業年度が３月31日に終了する法人 → 事業報告書等の提出期限 ６月30日 

 

№ 事業報告書等提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

参照 
ページ 

１ 
前事業年度の事業報告書 
※①特定非営利活動に係る事業の実施状況、②その他の事業を行っている場合は当該事

業の実施状況、③社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況は必ず記載。 

２部 ｐ.２ 

２ 前事業年度の活動計算書 ※計算書類の注記も併せて作成してください。 ２部 ｐ.３ 

３ 前事業年度末日の貸借対照表 ２部 ｐ.７ 

４ 前事業年度末日の財産目録 ２部 ｐ.11 

５ 
年間役員名簿（前事業年度において役員であったことのある者全員の氏名及び住所

又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 
２部 ｐ.12 

６ 
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 

（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 
２部 ｐ.13 
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① 事業報告書の作成：記載例（様式は任意） 

 

 この書類は、所轄庁において公衆の縦覧に供されるとともに、法人においても開示すべき書類とな

っています。法人がどのような事業をしているのかを広く周知することにより、法人の信頼性を高め、

広く市民の理解と支援を得ることができます。 

対象年度中に法人が実施した事業について、創意工夫し、分かりやすく記載してください。 

 
 

○○年度 事業報告書 
                                    ○○年○○月○○日 

 
                           特定非営利活動法人○○○○○ 
                           所在地  ○○市・郡○○町○○番地○号 
                           電話番号 （○○○）○○○－○○○○ 

１ 事業の成果 
○○年度は、○○○を中心として○○○のために○○○を行った。 

２ 事業の実施に関する事項 
 ⑴ 特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 事業内容 
実施 
日時 

実施 
場所 

従事者の 
人数 

受益対象者の
範囲及び人数 

事業費の 
金額（千円） 

○○事業 ○に対し○○を実施。 通年○回 県全域 ○○人 ○○人 ○○○

○○事業 ホームページを作成

し、△△の情報提供を

した。 

通年 事務所 ○○人 一般県民 

多数 

○○○

××事業 ××の販売を行った。 ○～○月 ○○施

設 

○○人 県民・会員 

〇人 

○○○

□□活動 □のため□□のイベン

トを開催した。 

○月○日 

○月△日 

○○市 ○○人  参加者 

 ○人 

○○○

◎◎ｻｰﾋﾞｽ 実施しなかった。 ― ― ― ― ―

 

 ⑵ その他の事業 

事業名 
 

事業内容 
 

実施日時 実施場所 
従事者の

人数 
事業費の金額
（千円） 

○○○事業 ○○のための○○を作成販

売した 

年○回 ○○○○

○ 

○○名 ○○○ 

△△△事業 ○○に関する○○を販売し

た 

通年○回 法人事務

所 

○○名 ○○○ 

 

 ⑶ 社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況 
  ① 社員総会 ○年○月○日 議事内容…○○○ 
                出席者数…〇人 
  ② 理事会  ○年○月○日 議事内容…○○○ 
                出席者数…○人 
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② 活動計算書の作成：記載例（様式は任意） 

 

＜定款上「特定非営利活動に係る事業」のみを行う法人の場合＞ 

 
○○年度 活動計算書 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 
 

特定非営利活動法人○○○○○ 

科 目 金額（単位：円） 
Ⅰ 経常収益 

１ 受取会費 

 正会員受取会費 

 賛助会員受取会費 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

２ 受取寄附金 

 受取寄附金 

 施設等受入評価益 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

３ 受取助成金等 

受取民間助成金 

 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

 

 

４ 事業収益 

 ××事業 

 ◎◎事業 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

５ その他収益 

  受取利息 

 雑収益 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

＊＊＊＊ 

 

  経常収益計    （Ａ）   ＊＊＊＊ 

Ⅱ 経常費用 

１ 事業費 

(1)人件費 

 役員報酬 

 給料手当 

 法定福利費 

 人件費計 

(2)その他経費 

 諸謝金 

会議費 

旅費交通費 

減価償却費 

施設等評価費用 

その他経費計 

事業費計 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

  

 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊   

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊  

２ 管理費  

(1)人件費 

役員報酬 

給料手当 

法定福利費 

人件費計 

(2)その他経費 

旅費交通費 

地代家賃 

減価償却費 

その他経費計 

管理費計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常費用計    （Ｂ）   ＊＊＊＊ 

当期経常増減額  （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）   ＊＊＊＊ 
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Ⅲ 経常外収益 

１ 固定資産売却益 

２ ・・・ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外収益計 （Ｄ）   ＊＊＊＊ 

Ⅳ 経常外費用 

１ 固定資産売却損 

２ ・・・ 

  

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

経常外費用計 （Ｅ）   ＊＊＊＊ 

税引前当期正味財産増減額 

（Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） 

 ＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 法人税、住民税及び事業税（Ｇ）  

当期正味財産増減額 

（Ｈ）＝（Ｆ）－（Ｇ） 

 

設立時(前期繰越)正味財産額（Ｉ）   ＊＊＊＊ 

次期繰越正味財産額（Ｊ）＝（Ｈ）＋（Ｉ）   ＊＊＊＊ 

    

 

 

◎重要性が高いと判断される“使途等が制約された寄附金等”を受け入れた場合 

「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（一般正味財産増減の部） 
Ⅰ 経常収益 
 １．受取寄附金             
   受取寄附金振替額         ××× 
    ・・・・・・・・・・・ 
Ⅱ 経常費用 
 ２．事業費 
   援助用消耗品費          ××× 
    ・・・・・・・・・・・ 
 
（指定正味財産増減の部） 
 受取寄附金              ○○○ 
    ・・・・・・・・・・・ 
 一般正味財産への振替額       △××× 
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＜定款上「その他の事業」を行う法人の場合＞ 

 
事業を明確に区別して記載 

○○年度 活動計算書 
○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 

 
特定非営利活動法人○○○○○ 

科 目 
金額（単位：円） 

特定非営利活動
に係る事業 その他の事業 合 計 

Ⅰ 経常収益 

１ 受取会費 

 正会員受取会費 

 賛助会員受取会費 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

２ 受取寄附金 

 受取寄附金 

 施設等受入評価益 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

３ 受取助成金等 

受取民間助成金 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

４ 事業収益 

 ××事業 

 ◎◎事業 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 ５ その他収益 

   雑収益 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

  経常収益計    （Ａ） ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

Ⅱ 経常費用 

１ 事業費 

(1)人件費 

   役員報酬 

 給料手当 

 法定福利費 

 人件費計 

(2)その他経費 

 会議費 

旅費交通費 

減価償却費 

施設等評価費用 

その他経費計 

事業費計 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

２ 管理費 

 (1)人件費 

役員報酬 

給料手当 

法定福利費 

人件費計 

(2)その他経費 

旅費交通費 

地代家賃 

減価償却費 

その他経費計 

管理費計 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

経常費用計    （Ｂ） ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

当期経常増減額  （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 
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Ⅲ 経常外収益 

１ 固定資産売却益 

２ ・・・ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

経常外収益計 （Ｄ） ＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

Ⅳ 経常外費用 

１ 過年度損益修正損 

２ ・・・ 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

経常外費用計 （Ｅ） ＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

 経理区分振替額 ＊＊＊＊ △＊＊＊＊  

当期正味財産増減額 

（Ｆ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

 

前期繰越正味財産額（Ｇ）   ＊＊＊＊ 

次期繰越正味財産額（Ｈ）＝（Ｆ）＋（Ｇ）   ＊＊＊＊ 
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③ 貸借対照表の作成：記載例（様式は任意） 

 

○○年度 貸借対照表  

○○年○月○日現在 

特定非営利活動法人○○○○○ 
科 目 ・ 摘 要 金額（単位：円） 

Ⅰ 資産の部 
 １ 流動資産 
    現金預金 
    未収金 
    ・・・・・ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 
 
 
 

 

 流動資産合計（Ａ）  ＊＊＊＊  
 ２ 固定資産 

(1)有形固定資産 
車両運搬具 
什器備品 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 
 
 

 

有形固定資産計 ＊＊＊＊  

(2)無形固定資産 
ソフトウェア 

 
＊＊＊＊ 

 

無形固定資産計 ＊＊＊＊  

(3)投資その他資産 
敷金 

 
＊＊＊＊ 

 

投資その他資産計 ＊＊＊＊  

 固定資産合計（Ｂ）  ＊＊＊＊  

資産合計 （Ｃ）＝（Ａ＋Ｂ）   ＊＊＊＊ 

 
Ⅱ 負債の部 
 １ 流動負債 
    短期借入金 
    未払金 
    預り金 

 
 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 
 
 
 

 

 流動負債合計（Ｄ）  ＊＊＊＊  
２ 固定負債 

    長期借入金 
 

＊＊＊＊ 
 
 

 

 固定負債合計（Ｅ）  ＊＊＊＊  

  負債合計 （Ｆ）＝（Ｄ＋Ｅ）   ＊＊＊＊ 
 
Ⅲ 正味財産の部 
  前期繰越正味財産（基本金） （Ｇ） 

 
 

 
 

＊＊＊＊ 

 

  当期正味財産増加（減少）額 （Ｈ）＝（Ｉ－Ｇ）  ＊＊＊＊  

   正味財産合計       （Ｉ）＝（Ｃ－Ｆ）   ＊＊＊＊ 

   負債及び正味財産合計   （Ｋ）＝（Ｆ＋Ｉ）   ＊＊＊＊ 

 

 

 

◎重要性が高いと判断される“使途等が制約された寄附金等”を受け入れた場合 

「Ⅲ 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資産の部 
  １ 流動資産 
     ・・・・・・・・・・・・ 
Ⅱ 負債の部 
     ・・・・・・・・・・・・ 
Ⅲ 正味財産の部 
 １ 指定正味財産 
 指定正味財産合計           ××× 
 ２ 一般正味財産 
 一般正味財産合計           ○○○ 
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④ 計算書類の「注記」の作成 

 

 「注記」とは計算書類（活動計算書・貸借対照表）を補足するもので、計算書類と一体で重要なも

のです。次の項目については、該当がある場合には確実に注記することが必要です。特に、４～６及

び９については、活動規模が大きいなど社会的責任の大きい法人には留意した記載が求められていま

す。 

No. 項目 

１ 重要な会計方針 

２ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 

３ 
特定非営利活動事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細に事業費の内訳又は事業別

損益の状況を記載する場合は、その内容 

４ 
施設の提供等の物的サービスを受けたことを計算書類に記載する場合は、受け入れたサービ

スの明細及び算定方法 

５ 
ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを計算書類に記載する場合に

は、受け入れたボランティアの明細及び算定方法 

６ 使途等が制約された寄附金等の内訳 

７ 固定資産の増減内訳 

８ 借入金の増減内訳 

９ 役員及びその近親者との取引の内容 

10 
その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を

明らかにするために必要な事項 

 

 

＜注記の記載例＞ 

 

１ 重要な会計方針 

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日 2017年12月12日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）

によっています。 

 

（１）固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。 

   無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。 

 

（２）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 

   施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。 

   また、計上額の算定方法は「３ 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳」に記載しています。 

 

（３）ボランティアによる役務の提供 

   ボランティアによる役務の提供は、「４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内

訳」として注記しています。 

 

（４）消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は税込方式によっています。 
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２ 事業別損益の状況                                   （単位：円） 

科目 ○○事業 △△事業 事業部門計 管理部門 合計 

Ⅰ 経常収益 
 １受取会費 
 ２受取寄附金 
 ３受取助成金等 
 ４事業収益 
 ５その他収益 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

経常収益計 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

Ⅱ 経常費用 
(1) 人件費 
  給与手当 
  臨時雇賃金 
  ・・・・・・ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 人件費合計 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

(2) その他経費 
  業務委託費 
  旅費交通費 
  ・・・・・・ 

 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 その他費用計 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

経常費用計 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

当期経常増減額 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

 

３ 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳                 （単位：円） 

内容 金額 算定方法 

○○体育館の無償利用 ＊＊＊＊ ○○体育館の使用料金表によっています。 

 

４ 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳    （単位：円） 

内容 金額 算定方法 

○○事業相談員 ■名×■日間 ＊＊＊＊ 単価は本県の最低賃金によって算定しています。 

 

 

５ 使途等が制約された寄附金額等の内訳 

  使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。 

  当法人の正味財産は＊＊＊＊円ですが、そのうち＊＊＊円は、下記のように使途が特定されています。 

したがって使途が制約されていない正味財産は＊＊＊＊円です。                （単位：円） 

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考 

○○地震被災者援助事業 

 

△△財団助成××事業 

＊＊＊ 

 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

 

＊＊＊ 

翌期に使用予定の支援用資金 

 

助成金の総額は＊＊円です。

活動計算書に計上した＊＊円

との差額＊＊円は前受助成金

として貸借対照表に負債計上

しています。 

合計 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊  
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 ６ 固定資産の増減内訳                                   （単位：円） 

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却類型額 期末帳簿価額 

有形固定資産 
 什器備品 
 ・・・・・・・ 
無形固定資産 
 ・・・・・・・ 
投資その他の資産 
 ・・・・・・・ 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
△＊＊＊ 
△＊＊＊ 

 
△＊＊＊ 

 
 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 

合計 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ △＊＊＊ ＊＊＊ 

 

 ７ 借入金の増減内訳                     （単位：円） 

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高 

長期借入金 
役員借入金 

＊＊＊ 
＊＊＊ 

＊＊＊ 
＊＊＊ 

＊＊＊ 
＊＊＊ 

＊＊＊ 
＊＊＊ 

合計 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

 

 ８ 役員及びその近親者との取引の内容 

   役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 

（単位：円） 

科目 財務諸表に計上された金額 うち役員及び近親者との取引 

（活動計算書） 
受取寄附金 
委託料 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

活動計算書計 ＊＊＊ ＊＊＊ 

（貸借対照表） 
未払金 
役員借入金 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

 
＊＊＊ 
＊＊＊ 

貸借対照表計 ＊＊＊ ＊＊＊ 

 

９ その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするた

めに必要な事項 

 ・ 現物給付の評価方法 

   現物給付を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。 

 

 ・ 事業費と管理費の按分方法 

   各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基

づき按分しています。 

 

 ・ 重要な後発事項 

   令和×年×月×日、○○事業所が火災により焼失したことによる損害額は＊＊円、保険の契約金額は＊＊円

です。 

 

 ・ その他の事業に係る資産の状況 

   その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が＊＊円、棚卸資産が＊＊円です。 

   特定非営利活動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が＊＊円です。 
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⑤ 財産目録の作成：記載例（様式は任意） 

 

○○年度 財産目録 

○○年○○月○○日現在 
特定非営利活動法人○○○○○ 

 

科 目 ・ 摘 要 金額（単位：円） 
Ⅰ 資産の部 

 １ 流動資産 

    現金預金 

     現金   現金手許有高 

     普通預金 ○○銀行○○支店 

    未収金 

     未収会費 ○○年度会費○人分 

 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 流動資産合計（Ａ）  ＊＊＊＊  

 ２ 固定資産 

(1)有形固定資産 

車両運搬具 

 軽自動車 ○台 

什器備品 

 パソコン ○台 

 

 

 

＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

有形固定資産計 ＊＊＊＊  

(2)無形固定資産 

ソフトウェア 

 

＊＊＊＊ 

 

無形固定資産計 ＊＊＊＊  

(3)投資その他資産 

敷金 

 

＊＊＊＊ 

 

投資その他資産計 ＊＊＊＊  

 固定資産合計（Ｂ）  ＊＊＊＊  

資産合計 （Ｃ）＝（Ａ＋Ｂ）   ＊＊＊＊ 

   

Ⅱ 負債の部 

 １ 流動負債 

    短期借入金  ○○銀行○○支店 

    未払金 

    預り金 

 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 流動負債合計（Ｄ）  ＊＊＊＊  

２ 固定負債 

    長期借入金  ○○銀行○○支店 

    役員借入金 

 

＊＊＊＊ 

＊＊＊＊ 

 

 

 

 固定負債合計（Ｅ）  ＊＊＊＊  

  負債合計 （Ｆ）＝（Ｄ＋Ｅ）   ＊＊＊＊ 

 

  正味財産 （Ｇ）＝（Ｃ－Ｆ） 

   

＊＊＊＊ 
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⑥ 年間役員名簿の作成：記載例（様式は任意） 

 

 年度途中で就任・退任した者も含め、その役職に就任していた期間を記載します。（役員変更があっ

た場合は、「就任期間」欄の記載にご注意ください） 
また、役員は法 21 条により、それぞれの役員について、その配偶者もしくは３親等以内の親族が

１人を超えて含まれ、または３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることは禁止

されていますので、注意してください。なお、設立認証時に提出した役員名簿とは様式が異なります。 
 
 

年間役員名簿 
○○年４月１日から○○年３月３１日まで 

 
 

特定非営利活動法人○○○○○ 

 
役職名 氏名 住所又は居所 就任期間 報酬を受けた期間 

理事長 ○○ ○○ 
○○市・郡○○町 
  ○○丁目○○番○○号 

○○年４月１日 
～ 

○○年３月31日 
なし 

副理事長 ○○ ○○ 
○○市・郡○○町 
  ○○丁目○○番○○号 

○○年４月１日 
～ 

○○年３月31日 

○○年４月１日 
～ 

○○年３月31日 

理事 ○○ ○○ 
○○市・郡○○町 
  ○○丁目○○番○○号 

○○年４月１日 
～ 

○○年３月31日 
なし 

理事 ○○ ○○ 
○○市・郡○○町 
  ○○丁目○○番○○号 

○○年４月１日 
～ 

○○年11月30日 
なし 

理事 ○○ ○○ 
○○市・郡○○町 
  ○○丁目○○番○○号 

○○年12月１日 
～ 

○○年３月31日 
なし 

監事 ○○ ○○ 
○○市・郡○○町 
  ○○丁目○○番○○号 

○○年４月１日 
～ 

○○年３月31日 
なし 

     

 

 

 

 

役 員 名 簿 

特定非営利活動法人○○○○○ 

役職名 氏名 住所又は居所 報酬の有無 

理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

副理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 有 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

監事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

    

  

設立申請時に添付 
する役員名簿 
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⑦ 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿の作成：記載例（様式は任意） 

 

 特定非営利活動法人の認証基準である「10人以上の社員を有すること」を満たしているかを確認し

ます。必ずしも社員全員の名前を記載した名簿を提出する必要はありませんが、必ず10人以上の社員

について記載してください。 
 

 
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 

○○年○○月○○日現在 
 

特定非営利活動法人○○○○○ 

氏名 住所又は居所 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○○○グループ 

代表 〇〇 〇〇 
○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 
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⑧ 計算書類（活動計算書・貸借対照表）の整合性 

 
 活動計算書と貸借対照表はいずれも法人の財務を表すものであり、整合性がなければなりません。 
活動計算書：「収益」から「費用」を引いて「当期正味財産増減額」を計算するもので、法人の登記

の正味財産の増減原因を示すフローの計算書 
貸借対照表：年度末時点での法人の資産、負債、正味財産の現在高を示す計算書 
  
               活動計算書 

○○年○○月○日から○○年○○月○○日 
科 目 金額（単位：円） 

Ⅰ 経常収益 
１ 受取会費 
２ 受取寄附金 
３ 受取助成金等 

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 
 
 

＊＊＊＊ 

 
 
 

経常収益計       ＊＊＊＊ 
Ⅱ 経常費用 
１ 事業費 
(1)人件費 

・・・・・  

 
 

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

  
 

人件費計 ＊＊＊＊ 
(2)その他経費 

・・・・・ 
 

＊＊＊＊ 
その他経費計 ＊＊＊＊   

事業費計  ＊＊＊＊  

２ 管理費  
(1)人件費 

・・・・・ 

 
 

＊＊＊＊ 

 
 
 

 
 

人件費計 ＊＊＊＊ 

(2)その他経費 
・・・・・ 

 
＊＊＊＊ 

その他経費計 ＊＊＊＊ 
管理費計  ＊＊＊＊  

経常費用計     ＊＊＊＊ 
当期正味財産増減額   ＊＊＊＊ 
前期繰越正味財産額   ＊＊＊＊ 
次期繰越正味財産額   ＊＊＊＊ 

 
                    貸借対照表 

○○年○○月○○日現在 
科 目 金額（単位：円） 

Ⅰ 資産の部 
１ 流動資産 
  現金預金 

 
 

＊＊＊＊ 

 
 

 
 
 

  流動資産合計    
２ 受取寄附金 
  有形固定資産 
   什器備品 

 
 

＊＊＊＊ 
  

  固定資産合計  ＊＊＊＊  
資産合計   ＊＊＊＊ 

Ⅱ 負債の部 
１ 流動負債   

 
 
 

 
 

  流動負債合計    
２ 固定負債    
  固定負債合計  ＊＊＊＊  
負債合計   ＊＊＊＊ 

Ⅲ 正味財産の部 
   前期繰越正味財産 
   当期正味財産増加額  

 
 

 
 

＊＊＊＊ 

 
 

 正味財産合計   ＊＊＊＊ 
 負債及び正味財産合計   ＊＊＊＊ 

 

活動計算書 
○○年○○月○日から○○年○○月○○日 

科 目 金額（単位：円） 

Ⅰ 経常収益 

１ 受取会費 
２ 受取寄附金 
３ 受取助成金等 

 

 
＊＊＊＊ 
＊＊＊＊ 

 

 
 

＊＊＊＊ 

 

 
 

経常収益計       ＊＊＊＊ 

(2)その他経費 
・・・・・ 

 
＊＊＊＊ 

  

その他経費計 ＊＊＊＊ 

管理費計  ＊＊＊＊  

経常費用計     ＊＊＊＊ 

当期正味財産増減額   ＊＊＊＊ 
前期繰越正味財産額   ＊＊＊＊ 

次期繰越正味財産額   ＊＊＊＊ 
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（３） 総会の開催 

 

① 通常総会と臨時総会 

 

社員総会は、ＮＰＯ法人の最高意思決定機関であり、必須の機関です。総会には通常総会と臨時

総会の２種類があります。 

通常総会 

通常総会は、社員が法人の業務に対して直接意思決定に参画できるもので極め

て重要であり、法14条の２で少なくとも毎事業年度１回は開催しなければなら

ないと規定されています。 

法には、開催の時期について特に定められていませんが、所轄庁に提出する事

業報告書等の報告や承認のため、事業年度終了後２か月以内に開かれることが一

般的です。 

臨時総会 
理事が必要であると認めるとき、定款で規定した人数以上の社員から開催請求

があったとき、監事が招集したときに、臨時で開催される総会のことです。 

 

② 書面表決と委任状による表決 

 

書面表決とは、送付された総会資料等を確認し、総会に提案される議案について、事前に書面で

表決することによって「賛成」「反対」を表明する方法です。 

委任状による表決とは、当日出席する社員を指名して、委任状を提出することで、その社員に表決

を委任する方法です。委任された社員は、委任した社員の分の議決権を行使することになります。ど

ちらの表決の方法でも総会の出席者として扱われます。 

このように実際に社員全員が集まらなくても総会は開催できますが、少なくとも３名(議長１名、

議事録署名人２名)の社員は、当日、会議場に出席している必要があります。 

 

③ オンラインでの開催 

 

社員が実際に集まらなくても、様々なＩＴ・ネットワーク技術を利用することによって、社員全員

が自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者に伝えることができる情報伝達の双方

向性、即時性のある環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。 

法人の安定した運営のためにも、こうしたリモート開催も検討しておきましょう。 

 

④ みなし総会決議 

 

「みなし社員総会決議」（以下、「みなし総会」と呼びます。）とは、総会を開催せずに議決をとる

総会のことを言います。（法14条の９） 

社員全員が書面または電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨

の社員総会の決議があったものとみなすことができるとされていますが、総会が法人の最高意思決

定機関であることを考えると、「みなし総会」は感染症の感染拡大下において開催が困難な場合など

に限定することを推奨します。また、１人でも反対があった場合は、議決できませんので、注意が

必要です。 

「みなし総会」においても、次の事項を記載した議事録を作成する必要があります。 

・ 総会があったとみなされた事項の内容 

・ 提案した者の氏名または名称 

・ 総会の決議があったとみなされた日 

・ 議事録の作成に係る職務を行う者の氏名 
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④ 総会までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

議事の決定 
理事会の機能に、総会の議事を決定することとなっている場合は、まず理事会を開催し議

事を決定しましょう。 

開催通知 
開催日時、場所、開催方法等を全社員へ通知します。社員総会の招集は、定款で定める方

法により、会議の目的や審議事項を示して行わなければなりません。開催のどれくらい前に
通知するのかを定款に規定している場合はその日までに、規定していない場合でも少なくと
も開催の５日前までには通知しなければなりません。。 
また、定款で書面による表決または代理人による表決を規定している場合は、いつまでに

書面または委任状を提出するのか記載しましょう。 

書面の表決・委任状のとりまとめ 
定款で書面による表決または代理人による表決を規定している場合は、提出された書面ま

たは委任状を確認しましょう。 

オンライン開催の準備 
オンラインにより開催する場合は、インターネット環境の確

認、オンライン会議システムのアカウントの取得等の準備をしま
しょう。 

総会の成立（定足数）の確認 
定款で総会が成立する出席者数（定足数）を規定している場合、定足数を満たしている

か確認し、社員に対し会の成立を宣言します。定足数には、委任状による代決者、書面ま
たは電磁的方法による評決も含めます。 

議長・議事録署名人の選出 
定款により議長の選出が規定されている場合は、まず、議長を選出しましょう。また、

議事録署名人については、定款で人数を規定している場合はその人数を、規定していない
場合でも客観性を担保するため１名ではなく、複数名選出しましょう。 

議事録の作成 
総会で何を議決したのかを記録しておくために、議事録を作成しなければなりません。

議事録には主に、日時、場所、出席者数、議事の経過概要及び議決の結果、議事録署名人
の選任に関する事項、書類作成年月日（議事録を作成した日）を記載し、議長及び議事録
署名人の署名（自筆）押印または記名押印を行います。 

 
※定款で署名押印と規定している場合は、自筆で署名した上で押印が必要です。 
定款で記名押印と規定している場合は、文書作成ソフトで氏名を入力し押印してもかまいません。 

準

備 

当

日 

開

催

後 
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（４） 事業報告書等の提出と公告 

① 事業報告書等の提出 

 

法29条に基づき、毎事業年度初めの３か月以内に事業報告書及び計算書類（活動計算書・貸借対照

表）、財産目録等を作成し、所轄庁に提出することが義務付けられており、それを怠ると、法80条によ

り理事・監事は20万円以下の過料の対象となるとともに、３年以上提出がない場合は、認証の取消対

象となります。期限内に提出するようにしてください。なお、活動実績がない場合でも提出は必要で

す。 

提出は、所轄庁への持参、郵送、電子メール等のほか、内閣府が運用・管理する「ＮＰＯ法人ポー

タルサイト」の「ウェブ報告システム」を活用した電子申請により行うことができます。 

 

 

② 書類の備置き 

 

法では、ＮＰＯ法人は、自らの情報をできる限り公開することによって市民に知ってもらい、市

民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるという考えがとられています。 

そのため、ＮＰＯ法人は、全ての事務所に定款等を備え置くとともに、毎事業年度終了後、事業

報告書等を作成し備え置くことが義務付けられています。また、社員や利害関係人から請求があっ

たときは、正当な理由がある場合を除き、これらの書類を閲覧させなければなりません。 

 

常 時 備え置かなければならない書類 

 １ 定款 

２ 最新の役員名簿 

３ 登記事項証明書(例：現在事項証明書、履歴事項証明書)のコピー 

４ 認証書のコピー 

書類を作成してから５年間 備え置かなければならない書類 

 １ 前事業年度の事業報告書 

２ 前事業年度の活動計算書 ※計算書類の注記も併せて備え置いてください。 

３ 前事業年度末日の貸借対照表 

４ 前事業年度末日の財産目録 

５ 年間役員名簿 

６ 前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の名簿 

 

 

 

 

 

 

 

「NPO 法人ポータルサイト」（https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/users/auth/login?） 

事
業
年
度
終
了
後
に 

所
轄
庁
に
提
出
す
る
書
類
と
同
じ
と
同

 

利害関係人とは？ 

①社員・会員、 ②債権者、 ③保証人、 ④法人と取引等の契約関係にある者、 
⑤法人に対して損害賠償請求権を有する者などがこれに当たります。 
利害関係人以外の者から閲覧の請求があった場合、法律上はこれに応じる義務はありません

が、法人のことをよく知ってもらい、法人の信用を高めていくために、積極的に情報公開を行う

ことをお勧めします。 
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③ 貸借対照表の公告 

 

ＮＰＯ法人は、法28条の２に基づき、前事業年度末日の貸借対照表の作成後遅滞なく、これを公

告しなければなりません。定款に定めた方法で公告してください。 

公告の方法として、次の１～４の方法のいずれかを定款で定める必要があります。 

１.官報に掲載する方法 

２.日刊新聞紙に掲載する方法 

３.電子公告（内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト※を利用する方法を含む。） 

４.公衆の見やすい場所に掲示する方法 

 

 

※ 内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表について 

 

「ＮＰＯ法人ポータルサイト」とは、内閣府が運営するＷＥＢサイトで、全国のＮＰＯ法人を検

索することができます。ＮＰＯ法人の情報は、所轄庁が情報を入力する「行政入力情報」と、法人

自らが情報を入力することができる「法人入力情報」により構成されています。 

 ＮＰＯ法人に対する信頼性の更なる向上が図られるよう、情報発信の場として「内閣府ＮＰＯ法

人ポータルサイト」を積極的に活用しましょう。 

 

  https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/users/auth/login  

 

   

   

 

 

「法人入力情報」に掲載できる情報 
【組織情報】 
・電話／FAX 番号 ・メールアドレス ・ホームページ URL ・常勤職員数  
・事業活動の内容 
【財務情報】 
・事業年度 ・活動計算書 ・貸借対照表（要旨） ・準拠している会計基準   
【公告】 

 ・貸借対照表（PDF ファイルでのみ掲載可） 

新規ユーザ

登録 

内閣府から

書類が郵送 

ログイン

手続 

法人専用マイメニュー

にログイン 

法人情報登録 

貸借対照表をアップロード 



 

― 運営編 19 ― 

役

員

変

更

  

２ 役員の変更について 

 

（１） 手続き 

 

ＮＰＯ法人は、役員に次のような変更があったときは、速やかにその旨を所轄庁に届け出なけれ

ばなりません。また、代表権を有する者（理事長、代表理事など）の氏名、住所及び資格に関する

事項に変更が生じたときは、２週間以内に法務局に変更登記が必要です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 提出書類 

 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

参照 
ページ 

１ 役員変更等届出書（規則第４号様式） １部 ｐ.20 

２ 変更後の役員名簿 ２部 ｐ.21 

３ 

新たに就任

した役員が

いる場合 

新任役員の就任承諾及び誓約書のコピー 

※コピーのみを提出し、原本は法人で保管してください。 
１部 ｐ.22 

４ 

新任役員の住所または居所を証する書面【原本】 

※マイナンバー（個人番号）の記載が無いものに限る。 

住民基本台帳ネットワークの利用により、氏名、住所等を確認できる役

員については、書面の添付を省略することができます。 

１部 － 

 

【所轄庁に届出が必要な事項】 

①新任   ②再任   ③任期満了   

④死亡   ⑤辞任   ⑥解任 

⑦住所または居所の異動 ⑧改姓または改名 

 
（注意）再任の場合でも「役員変更等届出書」と「変更後の役員名簿」の提出が必要です。 

新任の場合は、新たに就任した役員の「就任承諾書及び誓約書のコピー」及び「当該

役員の住所または居所を証する書面」の提出が必要です。 

 

変更登記が必要な事項の場合 

所轄庁へ届出 

変更登記が必要ない事項の場合 

所轄庁へ届出 

受 理 

法務局：変更登記 

登記事項証明書等

を提出 
受 理 

社員総会で役員変更を議決 
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① 役員変更等届出書記載例（規則第４号） 

 

 

役員変更等届出書 

 

○○年○○月○○日 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

                        特定非営利活動法人の名称 

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                        代表者氏名  ○○ ○○           

                        

 

役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第23条第１項（同法第52条第1項（同法第62条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、次のとお

り届け出ます。 

 

 

変更年月日 変更事項 役名 氏名 住所又は居所 

○○年○○月○○日 新任 理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○年○○月○○日 辞任 理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○年○○月○○日 
住所異動 

改姓 
理事 

○○ ○○ 

（旧姓〇〇） 
○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

○○年○○月○○日 再任 監事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 
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② 変更後の役員名簿記載例（様式は任意） 

 

 
 

役 員 名 簿  
 
 

特定非営利活動法人○○○○○ 

 
 

役職名 氏名
ふりがな

 住所又は居所 報酬の有無 

理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

副理事長 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 有 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

理事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 

監事 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 無 
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③ 就任承諾及び誓約書記載例（様式は任意） 

 
 
 

○○年○○月○○日 

                   

                   

 

 特定非営利活動法人○○○○○ 御中 

 

 

就 任 承 諾 及 び 誓 約 書 

 

                    住所又は居所 ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

                    氏名     ○○ ○○            

              

              

 

 

 私は、特定非営利活動法人○○○○○の      に就任することを承諾するとともに、特定

非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓いま

す。 

 
 

 
 

 
 

＜留意事項＞ 

法第20条（役員の欠格事項）の規定により、次のいずれかに該当する者は、法人の役員になること

ができません。 

○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

○ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者 

○ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第32条の３第７

項及び第32条の11第１項の規定を除く。第47条第１号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、

または刑法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条の２、第222条もしくは

第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の罪を犯したことによ

り、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から

２年を経過しない者 

○ 暴力団またはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者 

○ 第43条の規定により設立の認証を取り消されたＮＰＯ法人の解散当時の役員で、設立の認証を取

り消された日から２年を経過しない者 

○ 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者 

注意！ コピーのみを提出し、原本は事務所で保管してください。 

理事長 
理事 
監事 
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④ 役員の住所または居所を証する書類 

 
＜住民基本台帳法の適用を受ける者＞ 

  
住民票（コピー不可、※マイナンバー（個人番号）の記載が無いものに限る。）または、住民票に

記載をした事項に関する証明書（住所が記載されているものに限る。）を提出してください。 
 なお、県が住民基本台帳ネットワークを利用することにより、氏名、住所等を確認できる役員に

ついては、書面の添付を省略することができます。 

 
 
＜上記に該当しない者（外国に住む外国人など）＞ 

 
住所または居所を証する権限のある官公署が交付する書面 

 

 

特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項 

 

２ 法第10条第１項第２号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げるものとする。 

⑴ 役員が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第１項に規定する

住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書（住所が記載されているものに限る。） 

⑵ 役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のあ

る官公署が交付する書面。 
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（３） 代表者の変更 

 

 法人の理事間で代表者(理事長等)が変更する場合については、任意の書面で県に届け出てください。ま

た、代表者の変更後は２週間以内に法務局での登記が必要です。 

 
 
 (様式例) 

代表者変更届出書 

 

○○年○○月○○日 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

                        特定非営利活動法人の名称 

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                        代表者氏名     ○○ ○○ 

 

代表者の変更があったので、次のとおり届け出ます。 

 

 氏 名
ふりがな

 住所又は居所 

変更後の代表者 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

変更前の代表者 ○○ ○○ ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 
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３ 定款の変更について 

 

（１） 手続き 

 

特定非営利活動法人の定款を変更するには、定款の定めに従って社員総会の議決を経なければ

なりません。定款の変更内容によって、所轄庁の認証が必要な場合と、認証を必要としない場合

があります。 

 

① 所轄庁の認証 

 

以下の①～⑩に関する事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。それ以外の変

更の場合は、所轄庁への届出が必要です。→ 運営編ｐ.33 

 

 

 

定款変更の認証の申請については、法人の設立認証のときと同じく、所轄庁が受理をした日か

ら２週間の縦覧期間が設けられており、所轄庁は、縦覧期間終了後２か月以内に認証・不認証の

決定を行います。また、事務所を移転したときは、定款変更に関わらず、法務局に変更登記した

後に所轄庁までその旨をお知らせください。（電話または任意の書面でお知らせください。） 

 

 
  

【所轄庁の認証が必要な事項】 

① 目的 

② 名称 

③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る） 

⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

⑥ 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く） 

⑦ 会議に関する事項 

⑧ その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る） 

⑩ 定款の変更に関する事項 

 

認証後の変更登記について 

定款の変更により登記事項に変更があったときは、その変更のあった日（一般的には、所轄

庁認証の日）から２週間以内に、法務局で忘れずに変更登記を行ってください。 

詳しくは、法人の事務所を所管する法務局にお問い合わせください。 

 

※登記事項とは以下の事項です。（組合等登記令第２条第２項） 

  ・目的及び業務   

・名称    

・事務所の所在場所 

  ・代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

  ・存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

  ・代表権の範囲又は制限に関する定め 
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② 定款変更の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社員総会で定款変更を議決 

認証 

認証が必要ない事項の場合 

所轄庁へ届出 

法務局：変更登記 

所轄庁に 

登記事項証明書等を提出 

受 理 

認証が必要な事項の場合（上記①～⑩） 

所轄庁へ認証申請 

受 理 

審査（２か月以内） 

縦覧（２週間） 

不認証 

法務局：変更登記 

定款変更できず 

インターネットの利用による公

表（認証・不認証の決定まで） 

変更内容が登記事項のもの

変更内容が登記事項のもの

定款変更完了 

所轄庁に 

登記事項証明書等を提出 

 

定款変更完了 
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（２） 認証申請 

 

No. 提出書類の名称または種類 
提出
部数 

参照 
ページ 

１ 定款変更認証申請書（規則第５号様式） １部 ｐ.29 

２ 
定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー 

※コピーのみを提出し、原本は法人で保管してください。 
１部 ｐ.30 

３ 変更後の定款 ２部 － 

 

 

No. 提出書類の名称または種類 
提出
部数 

参照 
ページ 

４ 
「活動の種類」

または「事業」

を変更する場

合 

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業

計画書 
２部 － 

５ 
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動

予算書 
２部 － 

６ 
法人の主たる

事務所を香川

県外に移転す

る場合 

 

書類の提出は香

川県または高松

市まで※ 

役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員に

ついての報酬の有無を記載した名簿） 
２部 － 

７ 
確認書（法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号

に該当することを示す書面） 
１部 － 

８ 

直近の事業報告書等 

（＝①事業報告書、②活動計算書、③貸借対照表、④財

産目録、⑤年間役員名簿、⑥前事業年度の社員のうち10

人以上の者の名簿） 

＊ 設立（合併）後当該書類が作成されるまでの間は設立（合併）

時の事業計画書、活動予算書、財産目録を、直近の事業報告書等

に代えて添付してください。 

１部 － 

※申請書の宛名は変更後の所轄庁となります。申請書類は香川県知事から変更後の所轄庁に引き継が

れ、定款変更の認証は、変更後の所轄庁が行うことになります。 

 

 

 

 

 

 

変更登記後、忘れずに所轄庁に提出してください。 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 

部数 

参照 

ページ 

９ 定款変更登記の完了に係る登記事項証明書提出書(規則第７号様式) １部 ｐ.32 

10 
変更登記をしたことを証する登記事項証明書【原本】 

(例：現在事項証明書、履歴事項証明書) 
１部 － 

11 

№10の書類のコピー 

（ただし、法第52条第１項の規定により非所轄法人が提出する場合は、コ

ピーの添付は必要ありません） 

１部 － 

場合によって、No.１～３に追加して必要な書類 

定款の変更により登記事項に変更があったときは、その変更のあった日から２週間以
内に、法務局において、忘れずに変更登記を行ってください。 
詳しくは、法人の事務所を管轄する法務局にお問い合わせください。 

 

＜変更登記＞ 
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※ 所轄庁の変更（県外に移転）を伴う場合の定款変更 

法人の主たる事務所を香川県外に移す場合、申請書類は変更前の所轄庁を経由して、変更後の

所轄庁に提出します。手続きについては以下のような流れになります。 

 

法人 香川県（高松市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員総会で定款変更を議決 

認証申請書類の作成 

●申請書の宛名は変更後の所轄庁 

申請書の受領 
認証申請書類の提出 

●提出先は香川県(高松市) 

必要書類を添付し、移転先

の所轄庁に書類を送付 

認証通知到達 不認証通知到達 

法務局で変更登記 

登記事項証明書等を提出 

縦覧(２週間) 

インターネットの利用による公表 

（認証・不認証の決定まで） 

審査 

認証または不認証決定 

登記事項証明書等の受理 

定款変更完了 

申請書受理 

申請書の様式については

変更後の所轄庁の様式を

使用してください。 

変更後の所轄庁 
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① 定款変更認証申請書（規則第５号様式） 

  

 

 

定款変更認証申請書 

 

○○年○○月○○日 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

                        特定非営利活動法人の名称 

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                        代表者氏名  ○○ ○○                                 

 

定款の変更の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第25条第４項の規定により、次のとおり

申請します。 

 

１ 変更の内容 

変更後 変更前 

 （○○○） 

第○条 △△は、○○○○○○○○○○○○。 

２ △△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△△。 

 （○○○） 

第○条 ○○は、○○○○○○○○○○○○。

  定款を変更しようとする時期 

  所轄庁の認証の日から施行する。（所轄庁の認証の後、○○年○○月○○日から施行する。） 

 

２ 変更の理由 

  ○○○○○○○○○○のため。 
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② 定款の変更を議決した社員総会の議事録の記載例 

 

この書類は「特定非営利活動法人の定款の変更を社員総会において議決したこと」を確認するための書

類であり、ここに示す様式は、あくまでも一例です。 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○○通常（臨時）総会 議事録 

 

１ 日  時  ○○年○○月○○日 ○○：○○～○○：○○ 

２ 場  所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号  ○○○○○○○○○会議室 

３ 出席者数  会員総数 ○○名 うち出席者数 ○○名（うち委任状出席者 ○○名） 

４ 審議事項 

第１号議案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第２号議案 特定非営利活動法人○○○○○の定款の変更に関する事項 

第３号議案 ○○年度及び○○年度の事業計画書・活動予算書に関する事項 

第４号議案 議事録署名人の選任に関する事項 

 

５ 議事の経過の概要及び議決の結果 

議長選任の件 

○○ ○○が議長に選任され、議長は、総会成立の要件を満たしていることの報告に引き続き、本総

会の成立を宣言した。 

第１号議案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

第２号議案 議長は、○○○のため、定款を変更しようとすることにつき説明をし、議場に定款の変

更の承認を求めたところ満場一致（書面表決者を含む○○名）により承認された。 

なお、議長は、定款の変更手続きのため、定款その他の書類について原案の骨子に変更のない程

度の字句の修正は、代表者に一任する旨を諮ったところ、異議なく承認された。 

第３号議案  議長は○○年度及び○○年度の事業計画書・活動予算書案を示し、その承認を求めた

ところ、満場一致により承認された。 

第４号議案 議事録署名人について、議長が当日出席者である○○ ○○と○○ ○○の２名を指名

したところ、異議なく承認された。 

議長は、以上をもって特定非営利活動法人○○○○の通常（臨時）総会のすべての議事を終了した旨

を述べ、閉会した。 

 

 上記議事の経過及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は、次に署

名押印する。 

 

   ○○年○○月○○日 

 特定非営利活動法人○○○○○ 通常（臨時）総会 

                           議長      ○○ ○○    ㊞ 

                           議事録署名人  ○○ ○○    ㊞ 

                           議事録署名人  ○○ ○○    ㊞ 

 

 

 

 

 

注意！ コピーのみを提出し、原本は事務所で保管してください。 
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③ 縦覧期間中の補正 

 

定款変更認証申請における申請書または当該申請書に添付した書類の軽微な不備については、所轄庁が

受理した日から１週間を経過するまでの間に限り、その補正が認められます。 

補正を行おうとするときは、補正書（第２号様式）に、不備を補正した申請書または定款等の添付書類

を添付して、所轄庁に提出してください。 

 

 

補 正 書 

 

○○年○○月○○日 

香川県知事 ○○○○  殿 

 

                  申立者 住所又は居所 ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

氏名     ○○ ○○ 

（特定非営利活動法人にあっては、  

その名称及び代表者の氏名）   

 

 

○○年○○月○○日に申請した内容について不備があったので、特定非営利活動促進法第 10 条第４項

（同法第25条第５項及び第34条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり補正を申

し立てます。 

 

記 

 

１ 補正する書類の種類 

例：特定非営利活動法人定款変更認証申請書 

 

２ 補正の内容 

  例： 

 

 

 

３ 補正の理由 

例：誤記のため

補正後 補正前 

○行目 

×××○× 

○行目 

××××× 
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④ 定款変更登記の完了に係る登記事項証明書提出書の記載例（規則第7号様式） 

 

 

定款変更登記の完了に係る登記事項証明書提出書 

 

 

年  月  日 

 

 

香川県知事 ○○○○  殿 

 

 

特定非営利活動法人の名称 

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                        代表者氏名  ○○ ○○           

                        

 

 

定款の変更の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第25条第７項（同法第52条第1項（同法第62条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、登記事項証明書を

提出します。 
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（３）届出 

 

以下の①～⑧に関する事項の変更は、所轄庁の認証を受ける必要はありませんので、総会の議

決を経て変更した後に所轄庁にその旨の届出をしてください。 

また、法務局で定款の変更登記が完了した後は、速やかに所轄庁に登記完了提出書を提出して

ください。 

 

 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 

部数 

参照 

ページ 

１ 定款変更届出書（規則第６号様式） １部 ｐ.34 

２ 
定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー 

※コピーのみを提出し、原本は法人で保管してください。 
１部 － 

３ 変更後の定款 ２部 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更登記後、忘れずに所轄庁に提出してください。 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 

部数 

参照 

ページ 

４ 定款変更登記の完了に係る登記事項証明書提出書（規則第７号様式） １部 ｐ.32 

５ 
変更登記をしたことを証する登記事項証明書【原本】 

(例：現在事項証明書、履歴事項証明書) 
１部 － 

６ №５の書類のコピー １部 － 

【所轄庁の認証が不要な事項】 

① 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地変更 

② 役員の定数の変更 

③ 資産に関する事項の変更 

④ 会計に関する事項の変更 

⑤ 事業年度の変更 

⑥ 解散に関する変更（残余財産の処分に関する事項を除く。） 

⑦ 公告の方法の変更 

⑧ 法11条第１項各号にない事項（合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問

等に関する事項） 

定款の変更により登記事項に変更があったときは、その変更のあった日から２週間以

内に、法務局において、忘れずに変更登記を行ってください。 

詳しくは、法人の事務所を管轄する法務局にお問い合わせください。 

 

＜変更登記＞ 
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①定款変更届出書記載例（規則第６号様式）  

 

 

 

定款変更届出書 

 

○○年○○月○○日 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

                        特定非営利活動法人の名称  

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                        代表者氏名  ○○ ○○           

                        

 

定款を変更したので、特定非営利活動促進法第25条第６項（同法第52条第１項（同法第62条において

準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、次のとおり届け

出ます。 

 

１ 変更の内容 

 

変更後 変更前 

 （○○○） 

第○条 △△は、○○○○○○○○○○○○。 

２ △△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△△。 

 （○○○） 

第○条 ○○は、○○○○○○○○○○○○。 

 

  定款を変更した時期 

    ○○年○○月○○日 

 

２ 変更の理由 

 

 （例）主たる事務所の移転のため。 
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管理編 目次

１ 解散と清算に関する手続き

（１）解散の事由と諸手続き ････････････ １

（２）解散と清算 ････････････ １

（３）届出 ････････････ ２

（４）認証申請 ････････････ ４

（５）清算に関する手続き ････････････ ６

２ 合併に関する手続き

（１）合併の流れ ････････････ ９

（２）認証申請 ････････････ 10

３ 監督と罰則

（１）監督等の内容 ････････････ 15

（２）罰則規定 ････････････ 16

本編において使用している省略語は、次のとおりです。

法 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）

法 令 特定非営利活動促進法施行令（平成 23年政令第 319号）

法 規 特定非営利活動促進法施行規則（平成 23年内閣府令第 55号）

条 例 特定非営利活動促進法施行条例（平成 10年条例第 30号）

規 則 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成 10年規則第 50号）

NPO 法人 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人

認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 44条第１項に規定する認定特定非営利活動法人

特例認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 58条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人

所轄庁 特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県の

知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人に

あっては、当該指定都市の長）

（注）この手引きは、改正法施行日（令和３年６月９日）の法令に基づいて作成しています。
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１ 解散と清算に関する手続き 

（１） 解散の事由と諸手続き 

ＮＰＯ法人は、次の事由により解散します。（法第31条第１項） 

解散の事由 諸手続き 

①社員総会の決議 解散の理由は問いません。社員総会において、定款に

別の定めのあるとき以外は、総社員の４分の３以上の賛

成をもって解散の議決をし、解散することができます。 

登記後、所轄庁

への届出 

→管理編ｐ.２ 

②定款で定めた解散事

由の発生 

定款にあらかじめ解散事由を定めている場合は、その

解散事由の発生により解散することになります。 

③目的とする特定非営

利活動に係る事業の

成功の不能 

法人の目的とする「特定非営利活動に係る事業」を達

成することができないことを理由に解散する場合は、

所轄庁の認定がなければ解散することはできません。 

所轄庁へ認定申

請 

→管理編ｐ.５ 

④社員の欠亡 社員が１人もいなくなったような場合は、解散するこ

とになります。（社員が10人を下回ったことで自動的に

解散となるわけではありません） 

登記後、所轄庁

に報告 

⑤合併 吸収合併の場合は吸収される法人が、新設合併の場合

は合併する法人が、それぞれ合併により解散することに

なります。（「合併に関する手続き（管理編ｐ.11）」 参

照） 

 

⑥破産手続開始の決定 法人が債務を完済することができなくなった場合、裁

判所は、理事若しくは債権者の申立てまたは職権により

破産手続開始の決定をします。これにより法人は解散す

ることになります。 

登記後、所轄庁

へ届出 

⑦所轄庁の設立の認証

の取消し 

改善命令に違反した場合であって他の方法により監

督の目的を達成することができないとき、または３年以

上にわたって事業報告書等の提出を行わないとき等は、

所轄庁は、法人の設立の認証を取り消すことがありま

す。 

 

 

（２） 解散と清算 

「解散」は、あくまでも法人に関する法律関係と残余財産の整理をする段階に入ったという意味

であり、解散したからといって直ちに法人としての責任がなくなるわけではありません。法人の消

滅は、残余財産を引き継ぎ、「清算結了の登記」を行い、所轄庁にその旨を届け出ることによって完

了します。 
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（３） 届出（①、②、④、⑥の理由） 

 

① 解散の決議から清算結了までの流れ（総会による議決の例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 所轄庁に提出する書類 

 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

１ 解散届出書（規則第10号様式） １部 

２ 
解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書【原本】 

(例：現在事項証明書、履歴事項証明書) 
１部 

 

  

登記 
 法務局において、解散及び清算人の登記を行う。 

所轄庁に届出 
所轄庁に、解散及び清算人の登記をし

たことを届出る。 

社員総会で解散を議決 

 総社員の３/４以上の賛成が必要。ただし、定款に別段の定めがあるときは、

この限りではない。 

清算業務 

 地方裁判所の監督により、以下の清算業務を行う。 

 ①現務の結了 

 ②債権の取立て・弁済 

 ③２か月以内に、債権の申出の公告と催告を官報に掲載して行う 

 ④公告と催告により判明した債務の分配を完了する 

 ⑤残余財産がある場合は財産の引渡しを行う 

登記 
 法務局において、清算結了した旨の登記を行う。 

所轄庁に届出 
所轄庁に、清算結了の登記をしたことを届出る。 
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③ 解散届出書記載例（規則第10号様式） 

 

 

 

解散届出書 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

               （特定非営利活動法人の名称） 

                特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                清算人 住所又は居所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 
                    氏名      ○○ ○○            
 

 

特定非営利活動促進法第31条第１項第１号（第２号、第４号、第６号）に掲げる事由により解散した

ので、同条第４項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 

１ 解散の理由 

（例）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等の状況により、

○月○日開催の社員総会において解散すると決議したため。 

 

 

２ 残余財産の処分方法 

⑴ 定款に記載した○○に譲渡する。 

⑵ 定款に残余財産の帰属先を定めていないため、別途提出する残余財産譲渡認証申請により、国又は

地方公共団体のうち○○に譲渡する。 

⑶ 残余財産はありません。 

                                    など 

 

 

 

（留意事項） 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

２ 解散の理由については、解散に至った経緯など具体的な内容を簡潔に記載してください。 

３ 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。 
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（４） 認定申請（③の理由） 

 「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を理由として解散しようとするときは、次

の書類を所轄庁に提出する必要があります。 

 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

１ 解散認定申請書（規則第９号様式） １部 

２ 
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面 
（議事録など） 

１部 

 

 

 

 

解散認定申請書 

 

○○年○○月○○日 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

                       （特定非営利活動法人の名称）  

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                        代表者氏名  ○○ ○○           

                        

 

 

特定非営利活動促進法第31条第１項第３号に掲げる事由により解散することについて、同条第２項の 

認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 

 

１ 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 

○○を通じて○○を実施してきたが、○○のためにこの特定非営利活動法人の目的とする特定非営

利活動に係る事業○○の成功（達成すること）が不可能となった。 

 

 

２ 残余財産の処分方法 

⑴ 定款に記載した○○に譲渡する。 

⑵ 定款に残余財産の帰属先を定めていないため、別途提出する残余財産譲渡認証申請により、国又は

地方公共団体のうち○○に譲渡する。 

                                           など 
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 総会の議事録記載例（様式は任意）  

 

 

特定非営利活動法人○○○○○通常（臨時）総会 議事録 

 

１ 日  時  ○○年○○月○○日 ○○：○○～○○：○○ 

２ 場  所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号  ○○○○○○○○○会議室 

３ 出席者数  会員総数 ○○名 うち出席者数 ○○名（うち委任状出席者 ○○名） 

４ 審議事項 

第１号議案 特定非営利活動法人○○○○○の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不

能による解散に関する事項 

第２号議案 清算人の選任に関する事項 

 

第３号議案 残余財産の処分について 
 

第４号議案 議事録署名人の選任に関する事項 

 

５ 議事の経過の概要及び議決の結果 

議長選任の件 

○○ ○○が議長に選任され、議長は、総会成立の要件を満たしていることの報告に引き続き、

本総会の成立を宣言した。 

第１号議案 議長は、○○○の理由のため、本法人が行う特定非営利活動に係る事業の不能が明

らかになったことにつき説明をし、議場に法第31条第１項第３号の「目的とする特定

非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由とした解散についての承認を求めたとこ

ろ満場一致（書面表決者を含む○○名により）により承認された。 

第２号議案 議長は、清算人の選任について諮ったところ、下記の者を清算人に選任することが、

満場一致（書面表決者を含む○○名により）により承認された。 

         ○○ ○○、 ○○ ○○、 ○○ ○○、 ・・・・・ 

         なお、清算人に選任された者は、清算人の就任を承諾する旨を述べた。 

 

 

 

  第３号議案 議長は、残余財産に関して○○○○に譲渡することについて説明があり、審議の結

果全員異議無く承認された。 

第４号議案 議事録署名人について、議長が当日出席者である○○ ○○と○○ ○○の２名を

指名したところ、異議なく承認された。 

議長は、以上をもって特定非営利活動法人○○○○の通常（臨時）総会のすべての議事を終了した

旨を述べ、閉会した。 

 

 上記議事の経過及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人は、次に

署名押印する。 

 

   ○○年○○月○○日 

 特定非営利活動法人○○○○○ 通常（臨時）総会 

                           議長      ○○ ○○    ㊞ 

                           議事録署名人  ○○ ○○    ㊞ 

                           議事録署名人  ○○ ○○    ㊞ 
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（５） 清算に関する手続き 

 

法人が解散したときは、その解散事由が「合併」及び「破産手続開始の決定」の場合を除いて、

理事（ただし、定款に定めがあるときはその定款に定められた者となり、社員総会において他の者

を選任したときはその選任された者となります。）が清算人となり、裁判所の監督のもとに、現務の

結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡し並びにこれらを行うために必要な行為を行

い、清算することになります。 

また、清算人となる者がいないとき、または清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき

は、裁判所が、利害関係人若しくは検察官の請求または職権により、清算人を選任します。また、

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人もしくは検察官の請求または職権により、清算人

を解任することもできます。清算の手続きに関して、必要に応じて所轄庁に届出または所轄庁の認

証を受ける必要がありますので注意してください。 

 

① 清算中に清算人が就任した場合の届出 

 

 清算中に新たな清算人が就任した場合、その清算人は、氏名及び住所を所轄庁に届け出なればなり

ません。その際に所轄庁に提出する書類は次のとおりです。 

 

No. 提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

１ 清算人就任届出書（規則第11号様式） １部 

２ 清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書【原本】(例：現在事項証明書) １部 

 

 

清算人就任届出書 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

 

                特定非営利活動法人の名称 

                 特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                清算人 住所又は居所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 
                    氏名      ○○ ○○            

 

清算中に清算人に就任したので、特定非営利活動促進法第31条の８の規定により、次のとおり届け出

ます。 

 

１ 清算人の氏名及び住所又は居所 

  ○○ ○○ 

  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

 

２ 清算人に就任した年月日 

  ○○年○○月○○日 
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② 残余財産の帰属先を定めていない場合の残余財産の譲渡の認証の申請 

 

解散時の法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に清算

結了の届出をする時に、定款に定める帰属先に帰属することになりますが、定款に残余財産の帰属先

に関する規定がない時は、清算人は、所轄庁の認証を得て、その残余財産を国または地方公共団体に

譲渡することができます。その際に所轄庁に提出する書類は次のとおりです。 

 

No. 提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

１ 残余財産譲渡認証申請書 １部 

 

 

 

残余財産譲渡認証申請書 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

 

 

                特定非営利活動法人の名称 

                 特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                清算人 住所又は居所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 
                    氏名      ○○ ○○            
 

 

 

残余財産を譲渡することについて、特定非営利活動促進法第32条第２項の認証を受けたいので、次の

とおり申請します。 

 

 

１ 譲渡すべき残余財産 

  ⑴ ○○○○○○○○○○ 
  ⑵ ・・・・・・ 

 

 

２ 残余財産の譲渡を受ける者 

  国又は地方公共団体のうち、○○○○○に譲渡する。 
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③ 清算が結了した場合の届出 

 

 清算人は、清算が結了したときは、その旨を所轄庁に届け出なればなりません。その際に所轄庁に

提出する書類は次のとおりです。 

 

No. 提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

１ 清算結了届出書（規則第13号様式） １部 

２ 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書【原本】(例：閉鎖事項証明書) １部 

 

 

清算結了届出書 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

 

 

                特定非営利活動法人の名称 

                 特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                清算人 住所又は居所  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 
                    氏名      ○○ ○○            
 

 

 

清算が結了したので、特定非営利活動促進法第32条の３の規定により、届け出ます。 
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２ 合併に関する手続き 

 

（１）合併の流れ 

 

ＮＰＯ法人は、他のＮＰＯ法人と合併することができます。 

合併するには、定款に特別の定めがある場合を除き、社員総会において社員総数の４分の３以上の

多数をもって議決する必要があり、社員総会の議決を得た後、所轄庁の認証を受けなければなりませ

ん。 

所轄庁は、法人から合併の認証の申請があったときは、設立認証の申請のときと同様、申請があっ

た旨をインターネット上に公表または公告し、関係書類の申請を受理した日から２週間公衆の縦覧に

供した後、２か月以内に認証・不認証の決定を行います。 

※ 合併後に香川県外に主たる事務所を設置する場合など、所轄庁の変更を伴う合併の場合の認証の

手続きについては、所轄庁の変更を伴う定款変更の認証の場合と同様の手続きとなります。 

 

＜Ａ法人とＢ法人が合併してＣ法人を設立する場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証の通知があった日から２週間以内に、債権者に対し合併に異議があれ
ば一定期間に述べることを公告し、かつ、判明している債権者に対しては
各別にこれを催告しなければなりません。 

Ａ法人 
社員総数の3/4以上の議決 

（ただし、定款に別の定めがある

場合はその定めに従う。）

Ｂ法人 
社員総数の3/4以上の議決。 

（ただし、定款に別の定めがある

場合はその定めに従う。） 

所轄庁に合併の認証申請 

申

請 

認証通知 

２週間 
県 HP で、申請書、定款、
役員名簿等を公表・縦覧 

Ａ法人 Ｂ法人 

２週間以内に貸借対照表・財産目録を作成し、事務所に備え置く。 

法務局で登記 

所轄庁に合併登記の完了の届出 

２か月以上は備え置き、

債権者が異議を申し述べ

る期間を設けなければな

りません。 

Ｃ法人設立 

不認証通知 

申請の審査・受理 
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（２）認証申請 

 合併の認証の申請に必要な書類は、次のとおりです。 

 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 

部数 

参照 
ページ 

１ 合併認証申請書（規則第14号様式） １部 ｐ.11 

２ 定款 ２部 

設立編を

参照して

ください 

３ 
役員名簿（役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての 

     報酬の有無を記載した名簿） 
２部 

４ 
各役員（役員全員分）の就任承諾及び誓約書のコピー 

※コピーのみを提出し、原本は法人で保管してください。 
１部 

５ 

各役員（役員全員分）の住所または居所を証する書面【原本】 

 ※ マイナンバー（個人番号）の記載が無いものに限ります。 
＊  住民基本台帳ネットワークの利用により、氏名、住所等を確認できる役員につ
いては、書面の添付を省略することができます。 

１部 

６ 社員のうち10人以上の者の名簿 １部 

７ 
確認書（法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号に該当 

    することを示す書面） 
１部 

８ 合併趣旨書 ２部 ｐ.12 

９ 

合併の議決をした社員総会の議事録のコピー 

（合併しようとするそれぞれの法人について議決が必要） 

※コピーのみを提出し、原本は法人で保管してください。 

１部 

設立編を
参照して
ください 

10 合併初年度及び翌事業年度の事業計画書 （２事業年度分） ２部 

11 合併初年度及び翌事業年度の活動予算書 （２事業年度分） ２部 
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① 合併認証申請書記載例（規則第14号様式） 

 

 

合併認証申請書 

 

○○年○○月○○日 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

                  合併しようとする特定非営利活動法人(甲)の名称 

ＮＰＯ法人○○○○○ 

                          代表者氏名  ○○ ○○           

                          電話番号   （○○○）○○○－○○○○ 

                  合併しようとする特定非営利活動法人(乙)の名称 

                          特定非営利活動法人○○○○○ 

                          代表者氏名  ○○ ○○           

                          電話番号   （○○○）○○○－○○○○ 

                        

 

合併することについて認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第34条第５項において準用する同

法第10条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 合併後存続する（合併によって設立する）特定非営利活動法人の名称 

   特定非営利活動法人○○○○○      

２ 代表者の氏名 

  ○○ ○○               

３ 主たる事務所の所在地 

   ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号  

４ その他の事務所の所在地 

  ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 又は なし 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、・・・    
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② 合併趣旨書 

 

 
合 併 趣 旨 書 

 
１ 趣旨 

   特に定まった書き方はありませんが、合併の目的や合併に至る経緯を記載してください。 
（例） 
  特定非営利活動法人◇◇◇と特定非営利活動法人□□□は双方合意の下に合併し、新法人の名称

を特定非営利活動法人◎◎◎とします。 
 両法人は、これまで、それぞれ「子育て支援」と「障害児への支援」を主な目的として活動して

まいりましたが、近年、子どもを取り巻く環境が変化する中、障害の有無にかかわらず広く「子ど

も」への支援に取り組んでいく必要があると考え、両法人を統合し、それぞれが培ってきた事業活

動の経験を基に様々な支援活動に取り組んでまいります。 

 
 
２ 合併に至るまでの経過 

 時系列に記載するとわかりやすくなります。 
○年○月○日  特定非営利活動法人◇◇◇設立 
○年○月○日  特定非営利活動法人□□□設立 
○年○月○日  法人設立のための設立準備会設立 
○年○月○日  設立準備会開催 
○年○月○日  設立準備会開催 
○年○月○日  特定非営利活動法人◇◇◇の総会で合併を可決 
○年○月○日  特定非営利活動法人□□□の総会で合併を可決 

 
    ○○年○○月○○日 

 

 

 

                           特定非営利活動法人◎◎◎ 

                           設立代表者氏名  ○○ ○○           
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③ 縦覧期間中の補正 

 

合併認証申請における申請書または当該申請書に添付した書類の軽微な不備については、所轄庁が受理

した日から１週間を経過するまでの間に限り、その補正が認められます。 

補正を行おうとするときは、補正書（第２号様式）に、不備を補正した申請書または定款等の添付書類

を添付して、所轄庁に提出してください。 

 

 

補 正 書 

 

○○年○○月○○日 

香川県知事 ○○○○  殿 

 

                   申立者 住所又は居所 ○○市・郡○○町○○丁目○○番○○号 

氏名     ○○ ○○ 

（特定非営利活動法人にあっては、  

その名称及び代表者の氏名）   

 

 

○○年○○月○○日に申請した内容について不備があったので、特定非営利活動促進法第 10 条第４項

（同法第25条第５項及び第34条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり補正を申

し立てます。 

 

記 

 

１ 補正する書類の種類 

例：特定非営利活動法人合併認証申請書 

 

２ 補正の内容 

  例： 

 

 

 

 

 

３ 補正の理由 

例：誤記のため 

 

  

補正後 補正前 

○行目 

×××○× 

○行目 

××××× 
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④ 合併の認証を受けた後の手続について 

 

所轄庁から合併の認証を受けたＮＰＯ法人は、その認証の通知があった日から２週間以内に、貸借

対照表及び財産目録を作成して事務所に備え置くとともに、債権者に対して合併に異議があれば一定

期間内に申し出るべき旨の公告を行わなければなりません。なお、この期間は２か月を下回ることは

できません。 

また、これら合併に関する登記が完了したときは、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。

届出に必要な書類は、次のとおりです。 

 

№ 提出書類の名称または種類 
提出 
部数 

１ 合併登記完了届出書（規則第３号様式） １部 

２ 
合併登記をしたことを証する登記事項証明書【原本】 
（例：現在事項証明書、履歴事項証明書） 

１部 

３ 合併当初の財産目録 【閲覧用書類】 ２部 

４ №２の書類のコピー 【閲覧用書類】 １部 

 

なお、合併の認証を受けた者が、合併の認証があった日から６か月を経過しても登記しないときは、

所轄庁は、合併の認証を取り消すことができます。（法第39条２項において準用する法第13条３項） 

 

 

合併登記完了届出書 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 香川県知事 ○○○○  殿 

 

 

                       （特定非営利活動法人の名称）  

                         特定非営利活動法人 ○○○○○ 

                        代表者氏名  ○○ ○○           

                        

 

 

 

合併の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第２項（同法第39条第２項において準用

する場合を含む）の規定により、届け出ます。 

 

 

 



― 管理編 15 ― 

監

督

３ 監督と罰則 

ＮＰＯの本質は市民の自発的・自主的な活動です。そのため、法は、情報公開を通じてＮＰＯ法人

を広く市民の監督下におき、市民による監視あるいはＮＰＯ法人自身の自浄作用による改善または発

展を前提としています。そのため、行政の関与は抑制されていますが、最後の是正手段として、次の

監督規定が設けられています。 

 

（１）監督等の内容 

内   容 根拠法 

報告及び立

入検査 

ＮＰＯ法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分または定款等に違反す

る疑いがあると認められる相当な理由があるときは、所轄庁は、業務や財産状

況に関する報告を求めることができます。 

また、必要に応じて職員が、法人の事務所その他施設に立ち入って、業務や

財産の状況、帳簿や書類等の検査をすることができます。 

法 41 条

１項 

改善命令 所轄庁は、ＮＰＯ法人が設立認証の要件を欠くに至ったと認めるとき、その

他法令等に違反し、またはその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期限

を定めて、その改善のために必要な措置を取るように命令することができます。 

法42条 

設立認証の

取消 

所轄庁は、法人が所轄庁の改善命令に違反し、他の方法では監督の目的が達

成できないとき、またＮＰＯ法人が毎年１回提出しなければならない事業報告

書等の提出を３年以上行わないときは、当該法人の設立の認証を取り消すこと

ができます。 

法 第 43

条１項 

また、法人が法令に違反した場合で、改善命令によってはその改善を期待す

ることができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達

することができないときは、改善命令を経ないでも、当該法人の認証を取り消

すことができます。 

法 43 条

２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善命令に違反した場合であって他の方法に

より監督の目的を達することができないとき 

改善命令によってはその改善を期待することができ
ないことが明らかであり、かつ、他の方法により監
督の目的を達することができないとき 
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（２）罰則規定 

 

所轄庁の改善命令や法令に違反した場合等には、以下の罰則が設けられています。 

 

根拠 違反事項 罰則 

法77条 偽りその他不正の手段により認定（認定ＮＰＯ法人等の認定・更

新、合併に係る認定）を受けたとき 

６か月以下の拘禁刑ま

たは50万円以下の罰金 

法

78

・ 

79

条 

１号 改善命令違反 50万円以下の罰金 

２号 

４号 

認定ＮＰＯ法人等であると誤認されるおそれのある文字をその名

称または商号に用いたとき 

６号 認定ＮＰＯ法人等への命令に対する措置違反 

７号 認定ＮＰＯ法人が行うその他の事業に係る停止命令違反 

法

80

条 

１号 組合等登記令に違反して、登記を怠ったとき 理事、監事または清算

人に20万円以下の過料 
２号 法人設立時の財産目録、備置きの規定に違反して、財産目録を備え

置かず、またはこれに記載すべき事項を記載せず、もしくは不実の

記載をしたとき 

３号 所轄庁への役員変更等の届出、定款変更の届出の規定に違反して、

届出をせず、または虚偽の届出をしたとき 

４号 事業報告書等、役員名簿及び定款等（定款並びにその認証及び登記

に関する書類のコピー）の備置きの規定に違反して、これを備え置

かず、またはこれに記載すべき事項を記載せず、もしくは不実の記

載をしたとき 

５号 認定ＮＰＯ法人等が各種提出書類（直近の事業報告書、役員名簿、

定款、総会の議事録のコピー等）の提出を怠ったとき 

６号 破産決定に違反して破産手続き開始の申し立てをしなかったとき 

７号 貸借対照表の公告、解散後の清算に係る公告、破産手続開始の公告

をしなかったとき、または不正の公告をしたとき 

８号 ＮＰＯ法人が所轄庁から合併の認証を受けた際に作成する貸借対

照表及び財産目録の未作成・必要記載事項未記載・不実の記載 

９号 ＮＰＯ法人が所轄庁から合併の認証を受けた際にしなければなら

ない公告及び催告をしなかったとき、不正の公告・催告をしたと

き、または債権者の異議に対し不適切な対応をしたとき 

10号 所轄庁の報告の求めなどに対する未報告、虚偽の報告、立入検査の

拒否・妨害・忌避 

法81条 ＮＰＯ法人以外の者が、名称中に「特定非営利活動法人」またはこ

れに紛らわしい文字を用いたとき 

10万円以下の過料 

 



Ｑ＆Ａ

Ｑ ＆ Ａ

本編において使用している省略語は、次のとおりです。

法 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）

法 令 特定非営利活動促進法施行令（平成 23 年政令第 319 号）

法 規 特定非営利活動促進法施行規則（平成 23 年内閣府令第 55 号）

条 例 特定非営利活動促進法施行条例（平成 10 年条例第 30 号）

規 則 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成 10 年規則第 50 号）

NPO 法人 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人

認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 44 条第１項に規定する認定特定非営利活動法人

特例認定 NPO 法人 特定非営利活動促進法第 58 条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人

所轄庁 特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県

の知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法

人にあっては、当該指定都市の長）

（注）この手引きは、改正法施行日（令和３年６月９日）の法令に基づいて作成しています。

本編は、内閣府が策定した「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き（令和 3 年 6 月）」から、

認定 NPO 法人にかかる質問を除き抜粋したものです。
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Ｑ＆Ａ 目次 

１ 法律の概要   

（問１） どのような活動が 20 の分野に該当しますか。また、逆にどのような活

動が該当しませんか。 

･････････ ４ 

（問２） 政令市の区域内にのみ事務所を置いており、県内全域で活動を行って

いますが、この場合、所轄庁はどこになりますか。 

･････････ ４ 

（問３） 海外に事務所を置いて活動を行っていますが、この場合、設立認証の所

轄庁はどこになりますか。 

･････････ ４ 

（問４） 令和２年の法改正はどのようなものですか。 ･････････ ４ 

（問５） 令和２年の改正法はいつから施行され、いつから適用されますか。 ･････････ ５ 

２ ＮＰＯ法人の設立について   

（問６） 縦覧の開始後１週間が経過した場合は、一切の補正が認められないの

ですか。 

･････････ ５ 

（問７） 申請後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 ･････････ ５ 

（問８） 社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすること

は、「不当な条件」に当たりますか。 

･････････ ５ 

（問９） 社員がかなりの人数（1,000 人以上）いる場合も定款変更等について総

会で決めなければならないのですか。また、このような場合に、毎年

１回の総会の開催を省略することはできないのですか。 

･････････ ６ 

（問10） 定款によって代表権の制限をしたいのですが、定款上には、どのよう

な定めを置けばよいのですか。 

･････････ ６ 

（問11） 団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。 ･････････ ６ 

（問12） 「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長

等理事の代表者のことですか。 

･････････ ６ 

（問13） 代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 ･････････ ７ 

（問14） どのような事項を登記するのですか。 ･････････ ７ 

（問15） 登記の申請書の記載事項と添付書類にはどのようなものがあります

か。 

･････････ ７ 

（問16） 登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかっ

た場合はどうなりますか。 

･････････ ８ 

（問17） 設立の登記の後に行うべきことはありますか。 ･････････ ８ 

３ 認定ＮＰＯ法人制度について（省略） 
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４ 法人の管理・運営について   

（問49） 所轄庁の変更を伴う定款変更の場合の手続と提出書類はどうなってい

ますか。 

･････････ ８ 

（問50） 所轄庁の変更を伴わない場合の定款変更（認証が必要な場合）の手続

と提出書類は何ですか。 

･････････ ９ 

（問51） 定款変更に際して、所轄庁の認証が不要となるのはどんな場合ですか。 ･････････ ９ 

（問52） 定款等については、事務所に備え置く必要はないのですか。 ･････････ 10 

（問53） 定款等については、毎年提出する必要はないのですか。 ･････････ 10 

（問54） 役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。 ･････････ 10 

（問55） 特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時で

すか。 

･････････ 10 

（問56） 「その他の事業」により赤字が生じた場合はどうなるのですか。 ･････････ 11 
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覧させればよいのですか。 

･････････ 11 

（問60） 事業計画書及び活動予算書は毎年作成しなければならないのですか。

法人として成立後も所轄庁に提出したり、閲覧させたりすることがあ

るのですか。 

･････････ 12 

（問61） 事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、決算期に作成
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･････････ 12 
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･････････ 13 
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１ 法律の概要について 

 

法の別表には、20 の活動分野が列挙され、それらの活動に該当しないと特定非営利活動とはみなさ

れません。その意味で、20 の活動分野は限定的に列挙されています。 

これらの 20 の活動の一つ一つの意味（定義）は、法律には書かれていませんので、その言葉を解釈

するためには、他の法令における使用例等を参考にしつつ、社会通念つまり常識に従って判断するこ

とになります。 

一方、活動分野については、「多様な特定非営利活動を含むように広く運用すること」が立法当時の

衆議院内閣委員会で決議されていますので、社会通念の許す範囲でできるだけ柔軟な解釈をとること

が求められているといえるでしょう。 

したがって、どのような活動が 20の活動に含まれ、また、逆に含まれないのかについては、それぞ

れの所轄庁が、他の法令における使用例、社会通念等に従いながら幅広く判断することとなります。 

 

 

法第９条の規定により、所轄庁は１の政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該

指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。所轄

庁は主たる事務所の所在地で判断され、活動の場所は所轄庁の決定の要素とはならないので、この場

合は政令市となります。 

 

 

法第９条の規定により、所轄庁は１の政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該

指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。海外

に事務所を置いている団体についても、日本国内の事務所の所在で所轄庁を決めることになりますの

で、主たる事務所の所在地で判断することとなります。 

 

 
令和２年の法改正は、平成 28 年改正法附則第 16 条の検討規定に基づき、ＮＰＯ法人の設立及び運

営に当たって必要な手続等について検討が行われ、改正されたものです。 

改正内容は、次のとおりです。 

 ① 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等（１カ月間→２週間）［法第 10条関係］ 

 ② 住所等の公表等の対象からの除外［法第 10 条第２項、第 30 条、第 45 条第１項第５号及び法

第 52条第５項関係］ 

 ③ ＮＰＯ法人（認定・特例認定）の提出書類の削減［法第 55条第１項関係］ 

 ④ ＮＰＯ法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定［法附則第８条関係］ 

 

（問１）どのような活動が 20 の分野に該当しますか。また、逆にどのような活動が該当しま

せんか。 

（問２）政令市の区域内にのみ事務所を置いており、県内全域で活動を行っていますが、こ

の場合、所轄庁はどこになりますか。 

（問３）海外に事務所を置いて活動を行っていますが、この場合、設立認証の所轄庁はどこ

になりますか。 

（問４）令和２年の法改正はどのようなものですか。 
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令和２年改正法は、令和３年６月９日から施行されます。また、改正法の主な経過措置は、次のと

おりです。 

 ① 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等の規定は、令和３年６月９日以後に認証の申請があ

った場合について適用されます。（令和２年改正法附則２） 

 ② ＮＰＯ法人（認定・特例認定）の提出書類の削減の規定は、令和３年６月９日以後に開始する

事業年度において提出すべき書類について適用されます。（令和２年改正法附則３） 

 

２ ＮＰＯ法人の設立について 

 
法第 10 条第４項の規定に基づく申請者からの補正については、１週間経過後の補正はいかなる場合

も認められません。 

なお、申請書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等の軽微な不備については、所轄庁に

おいて職権で補正することもできることとなっています。 

 

 
法第 10 条第４項の規定により、申請者からは「都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なもので

ある場合に限り」補正することができます。何を軽微な不備とするかは条例によって定められるため

所轄庁の判断になりますが、例えば客観的に明白な誤記、誤字又は脱字など、内容の同一性に影響を

与えない範囲のものであると考えられます。 

 

 

社員の資格を特定の地域の住民に限る場合でも、その制限が事業内容等との関連から見て合理的な

ものであれば、「不当な条件」に当たらない場合もあると考えられます。どのような制限であれば不当

な条件とならないかについては、一律に決まるものではなく、地域の限定の仕方と事業内容との相関

関係で判断することになります。社員を最少行政単位である市（区）町村在住者に限ることは、通常、

「不当な条件」には当たらないものと考えられます。しかし、例えば「△△丁目」といった極めて限定

された地域の住民以外の者が社員として加入することを、一切拒否するのであれば、実質的に共益的・

親睦会的な団体運営を意図するものとして、「不当な条件」とならざるを得ないでしょう。 

このため、例えば「この法人の活動に賛同し、かつ常時活動に参加できる者」といった規定のよう

に、地域に在住する者を念頭に置きながらも、法人の活動に賛同する者や積極的に活動へ参画できる

他地域在住者の参加の余地を残しておくことが望ましいと考えられます。具体的には、定款上、 

・ ○○市△△中心市街地の活性化を目的とし、まちづくり全般に関する事業を行うことを事業内

容とする法人が、社員に対し、「まちづくりに関わる業務又は、当法人の事業に、自ら率先し積極

的に参加できるもの」という条件を付している例 

・ ○○町の活性化を目的に活動する法人が、社員に対し、「この法人の目的に賛同し、その活動に

関与して主体的に推進する意思を有する者」かつ「個人の利益のために参加するのではなく、組

織及び地域社会のために活動を行えること」等の条件を付している例 

について、所轄庁において認証している例があり、このような形で会員資格を市町村の区域よりも狭

（問５）令和２年の改正法はいつから施行され、いつから適用されますか。 

（問６）縦覧の開始後１週間が経過した場合は、一切の補正が認められないのですか。 

（問７）申請後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 

（問８）社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な条

件」に当たりますか。 
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い地域の住民に実質的に限定することは、一般論として許容されるものと考えられます。 

なお、社員の資格の地域性の問題とは別に、その団体の主たる目的たる活動である「特定非営利活

動」は、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」ことでなければならないので、誰でもが会

員になれないような条件を付した会員の互助的な活動は「特定非営利活動」に当たらないものである

ことに留意する必要があります。 

上記の趣旨を踏まえて、認証事務を行う所轄庁が、各地域の実情を踏まえて、柔軟に運用している

ため、地域内で活動しているＮＰＯ法人も地方には相当実例がありますので、参考としてください。 

 

 
この法律では、定款変更、解散及び合併については、総会で決議することが必要とされていますの

で、社員の数がいかに多くとも、これらの事項の決定を理事会等に委任することはできません。 

また、ＮＰＯ法人は、毎年１回必ず通常総会を開催することが義務付けられていますので、総会の

開催を省略することもできません。 

しかし、総会の議決の方法としては、書面による方法や代理人による方法、さらには書面による表

決に代えて電磁的方法も認められていますので、社員数の多い法人の場合は、これらの方法を活用し

て円滑な運営を行うことが期待されます。また、総会の定足数は定款で自由に定めることができます

ので、その団体の運営に適した定足数を定める方法もあります。 

 

 

「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの定めが考えられます。また、誤解等を

避けるため、「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」という規定を置くこ

とが望ましいと考えらます。 

 

 

それぞれの理事は、対外的には法人を代表しますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理

事を代表者とすることができます（法 16）。 

その場合、ＮＰＯ法人の代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他

の名称を用いることも可能です。いずれの名前を用いる場合でも、その者に団体を代表する権限を与

え、他の理事の権限を制限する場合には、定款にその旨を明記することが必要です。また、登記にお

いても、代表者だけを登記することとなります。 

 

 

ＮＰＯ法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされて

いますので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第２条

第２項第４号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する

必要があり、理事長のみを登記することでは足りません。なお、組合等登記令の「代表権を有する者」

（問９）社員がかなりの人数（1,000 人以上）いる場合も定款変更等について総会で決めなけ

ればならないのですか。また、このような場合に、毎年１回の総会の開催を省略することは

できないのですか。  

 

（問 10）定款によって代表権の制限をしたいのですが、定款上には、どのような定めを置け

ばよいのですか。 

（問 11）団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。 

（問 12）「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表

者のことですか。 
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は、特定非営利活動促進法にいう「理事」のほかに、法第 17条の３の「仮理事」、法第 31 条の５の「清

算人」、民事保全法（平成元年法律第 91号）第 56条の「その職務を代行する者」も含まれます。 

また、法人が定款において代表権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有する場合には、当該

理事長たる理事のみを「理事」として登記することとなります（問 14 を参照してください）。 

 

 

理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありません。ただし、既に代表

権を持つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った場合は、代表権を

完全に喪失した者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 

 

 

登記する事項は次のとおりです（組登令２②） 

① 目的及び業務 

② 名称 

③ 事務所の所在場所 

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

 

 

登記申請書の具体的な記載事項は、次の７項目です（組登令第 25条において準用する商業登記法

第 17条）。 

① 申請人の氏名及び住所 

② 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所 

③ 登記の事由 

④ 登記すべき事項（別紙として添付することも可能） 

⑤ 所轄庁の許可（認証）書の到達した年月日 

⑥ 申請年月日 

⑦ 登記所の表示（○○法務局等） 

申請の記載は、横書きにしなくてはならず、また、申請書が２枚以上になる場合は、申請人は、各 

紙のつづり目に契印を押さなければなりません（各種法人等登記規則（昭和 39 年法務省令第 46号）

第５条において準用する商業登記規則第 35条）。 

次に、申請書に添付する書類は、次のとおりです。 

① 定款（組登令第 16条第２項） 

② 代表権を有する者の資格を証する書面（組登令第 16 第２項） 

具体的には、理事が各自法人を代表する場合においては、定款と各理事の就任承諾書が該

当します。 

③ 設立許可（認証）書又はその謄本（組登令第 25 条において準用する商業登記法第 19条） 

設立許可（認証）書の謄本とは、具体的には、設立許可（認証）書の写しに、認証した所轄

庁が原本と相違ない旨を認証したものが該当します。 

なお、申請書に添付した書類については、登記所に対し、原本還付を請求することが可能で

（問 13）代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 

（問 14）どのような事項を登記するのですか。 

（問 15）登記の申請書の記載事項と添付書類にはどのようなものがありますか。 



内閣府策定「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き（令和3年6月）」から抜粋 

― Ｑ＆Ａ 8 ― 

Ｑ

＆

Ａ

す（各種法人等登記規則第５条において準用する商業登記規則第 49条）。 

 

※このほか、登記の申請書に押印すべき者（設立時の法人の代表者、一般的には理事長）は、あらか

じめ、その印鑑を登記所に提出しなくてはなりません（各種法人等登記規則第５条において準用

する商業登記規則第 35条の２）。 

※ 申請書及び印鑑届書の記載例や記載方法については、法務局のＨＰ

（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html）に掲載されています。その他登記手

続に御不明な点があれば、法人の主たる事務所を管轄する登記所の窓口に問い合わせてください

（窓口での相談には，事前の予約が必要です。）。 

 

 

組登令第２条第１項の規定により、設立の認証の通知があった日から２週間以内に主たる事務所の

所在地で登記を行うこととなります。従たる事務所がある場合には、組登令第 11 条第１項第１号の規

定により、設立の登記をした後２週間以内に登記をしなければなりません。従たる事務所が複数ある

場合には、そのすべての事務所の所在地で登記する必要があります。 

また、法第 13 条第３項の規定により、設立の認証があった日から６月を経過しても登記をしないと 

きには、所轄庁により設立の認証を取り消されることがあります。 

 

 

設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これだけで設立の手続は終わりではあ

りません。 

まず、登記をしたことを証する登記事項証明書及び設立当初の財産目録を添えて、所轄庁に届け出

る必要があります（法 13②）。 

また、ＮＰＯ法人は、設立の登記をした後２週間以内に、従たる事務所の所在地においても、登記

をしなければなりません。従たる事務所が複数ある場合は、そのすべての事務所の所在地で登記する

必要があります（組登令 11①）。 

 

４ 法人の管理・運営について 

 

所轄庁の変更を伴う場合とは、例えば、ある指定都市にのみ事務所を有する法人（所轄庁は当該指

定都市の長）が当該指定都市外に事務所を増設した場合 （所轄庁は当該指定都市が所在する道府県知

事に変更されます）や、東京都にのみ事務所を有する法人が神奈川県に事務所を移設した場合（所轄

庁は神奈川県知事）ですが、このような場合には、法人は、変更前の所轄庁を経由して、変更後の所轄

庁に認証申請書を提出します（法 26①）。 

定款変更の認証を行うのは変更後の所轄庁ですので、申請書の様式や部数などについては、変更後 

の所轄庁の定めに従う必要があります。 

提出する書類は、次のとおりです（法 25④、26②）。 

① 定款変更認証申請書 

② 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 

（問 16）登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどう

なりますか。  

 

（問 17）設立の登記の後に行うべきことはありますか。 

（問 49）所轄庁の変更を伴う定款変更の場合の手続と提出書類はどうなっていますか。 
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③ 変更後の定款 

④ 役員名簿（最新のもの） 

⑤ 宗教活動・政治活動の制限等（法２②二）及び暴力団の統制下にないこと等（法 12①三）

に該当する旨の確認書 

⑥ 直近の事業報告書 

⑦ 直近の活動計算書 

⑧ 直近の貸借対照表 

⑨ 直近の財産目録 

⑩ 年間役員名簿 

⑪ 直近の事業年度末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載し

た書面 

なお、⑦、⑧及び⑨については、設立又は合併の直後で、法第 28 条第１項の事業報告書等が作成

されるまでの間は、設立当初又は合併時及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書、設立当初又

は合併時の財産目録で代替することができます。 

認証後の手続は、所轄庁の変更を伴わない場合と同様です。 

 

 

所轄庁の変更を伴わない場合には、社員総会で議決した後、所轄庁に定款変更の認証申請書を提出

します。 

提出する書類は、次のとおりです（法 25④）。 

① 定款変更認証申請書 

② 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 

③ 変更後の定款 

申請を受理した所轄庁は、設立認証と同様に、申請があった旨等をインターネットの利用（公報へ

の掲載でも可）により公表し、定款等を受理した日から２週間縦覧に供し、縦覧期間経過後２カ月以

内に、認証又は不認証の決定を行う必要があります（法 25⑤）。 

定款変更については、認証を受けた段階で効力を有することとなります。ただし、変更された事項

に登記事項が含まれている場合、事務所の所在地の変更などは、登記を変更することが必要となりま

す。登記しないと、それを第三者に主張（法令用語では「対抗」）することができません。変更の登記

は、主たる事務所の所在地においては定款変更の認証を受けてから２週間以内に、従たる事務所の所

在地においては、３週間以内に行う必要があります（組登令３①、11③）。 

 

 

定款を変更するためには、所轄庁の認証を受けなければなりませんが、次のような事項については、

社員総会での議決後、所轄庁にその内容を届け出るだけでよく、所轄庁の認証は必要ありません（法

25③）。 

① 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更 

所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更とは、例えば、千葉市内にしか事務所を持た

ない法人（所轄庁は千葉市）が、同じ市内に事務所を増設した場合や、神奈川県に主たる事務所

を有する法人（所轄庁は神奈川県）が、埼玉県に事務所を増設した場合などです。 

② 役員の定数に関する事項 

③ 資産に関する事項 

（問 50）所轄庁の変更を伴わない場合の定款変更（認証が必要な場合）の手続と提出書類は

何ですか。 

（問 51）定款変更に際して、所轄庁の認証が不要となるのはどんな場合ですか。 
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④ 会計に関する事項 

⑤ 事業年度 

⑥ 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項 

⑦ 公告の方法に関する事項 

これらの届出だけで変更できる事項に関しては定款の変更を決定した時点で効力が発生します。た

だし、登記事項に該当する事項（具体的には事務所の所在地の変更）については、登記の変更をしな

くてはなりませんので、注意が必要です。 

 

 

定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、法第 28条第２項の規定により、事務所に 

備え置くことが義務付けられています。 

 

 

法第 29 条でＮＰＯ法人に所轄庁に対する提出義務が課されている書類は法第 28 条第１項で規定さ

れている「事業報告書等」ですので、定款等については毎年提出する義務はありません。 

 

 

役員は、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に届出をする義務がありま

すが、ここで、役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。 

① 再任 

② 任期満了 

③ 死亡 

④ 辞任 

⑤ 解任 

⑥ 氏名、住所又は居所の変更 

（「人」としての同一性が保たれている場合です。新任は⑦ですのでここには含まれません） 

⑦ 新任 

このうち、①の再任、⑤の解任及び⑦の新任については、総会における議決など定款に定められた

手続に従って決定される必要がありますが、それ以外の変更については、総会での決議などは必要あ

りません。 

これらの「変更」があった場合は、ＮＰＯ法人はその旨を所轄庁に届け出ることになります。また、

これらの場合のうち、⑦の新任の場合には、その届出書に、就任承諾及び誓約書（法 10①二ロ）、住所

又は居所を証する書面として条例で定める書面（法 10①二ハ）を添付することが必要です（法 23）。 

なお、理事の氏名、住所、資格は登記事項ですので、これらに変更があった場合は、変更の登記を 

しなくてはなりません（組登令３）。 

 

 

法人と理事個人との利益相反行為については、当該理事は代表権を有さないため、所轄庁は、利害

関係人の請求又は職権により特別代理人を選任することになります。 

（問 52）定款等については、事務所に備え置く必要はないのですか。 

（問 53）定款等については、毎年提出する必要はないのですか。 

（問 54）役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。 

（問 55）特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時ですか。 
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定款で定められている任期が終了し、後任の役員が選任されていない場合、民法第 654 条の規定に

より、急迫な事情があるときや、後任の役員が選任されるまでの間、前任者は必要な職務を行わなけ

ればならないため、仮理事の選任は必ずしも必要ではありません。 

しかし、前任者が何らかの原因により職務を継続できない事情が生じて、法人に損害が発生するこ

とが避けられないような場合等、所轄庁は利害関係人の請求又は職権により仮理事を選任することに 

なります。 

 

 

法第５条第１項において、その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行うこ

とができると規定されています。それゆえ、必ずしもその他の事業の開始の初年度から黒字が見込め

るとは限りませんが、２事業年度継続して多額の赤字が生じるような場合は、所轄庁による報告徴収・

立入検査の対象となる可能性があります。 

 

 

法第５条第１項で、その他の事業において利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のため

に使用しなければならないと規定されていることから、その利益は特定非営利活動に係る事業に繰り

入れなければなりません。 

 

 

ＮＰＯ法人は、一定の要件のもとで特定非営利活動に係る事業（本来事業）以外の事業（その他の

事業）を行うことが認められています（法５①）が、その他の事業を行う場合には、その他の事業に関

する会計を本来事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません（法５②）。 

これは、①その他の事業によって得られた利益が本来事業に充てられたこと、また、②その他の事

業が本来事業に支障がないこと、という法律上のその他の事業についての要件を確認できるように定

められたものです。 

ただし、従来のように計算書類等を別葉表示するのではなく、活動計算書（予算書）において別欄

表示することとします。また、その他の事業に固有の資産（在庫品としての棚卸資産等）で重要なも

のがある場合や、按分を要する本来事業とその他の事業に共通な資産で重要性が高いと判断される資

産については、計算書類の注記にその内訳を記載します。 

 

 

ＮＰＯ法人が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人

に対して閲覧させることになります（法 28③）。 

① 設立当初及び翌事業年度の事業計画書 

② 設立当初及び翌事業年度の活動予算書 

③ 設立当初の財産目録 

④ 役員名簿 

（問 56）「その他の事業」により赤字が生じた場合はどうなるのですか。 

（問 57）その他の事業から生じた利益は、すべて特定非営利活動に係る事業に繰り入れなけ

ればならないのですか。 

（問 58）区分経理を行わなければならないのはどのような場合ですか。  

（問 59）NPO 法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよい

のですか。 
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⑤ 定款 

⑥ 認証に関する書類の写し 

⑦ 登記に関する書類の写し 

 

 

事業計画書及び活動予算書については、法人の設立申請時及び定款変更時に所轄庁へ提出する必要

がありますが、毎年所轄庁に提出したり、閲覧させたりする義務はありません。しかし、ＮＰＯ法人

自身が当該事業年度の正味財産の増減原因等を事前に把握し、適切に法人運営を行うに当たって実務

上有用な書類であるといえるため、経常的に作成することを妨げるものではありません。 

 

 

事業報告書、活動計算書及び貸借対照表は、設立後最初の決算が行われるまでは作成されませんの

で、備え置く必要はありません。 

しかし、財産目録については、設立の時に作成して備え置くことが義務付けられています（法 14）。 

 

 

法第 28 条第３項の規定に基づき、その時点において「事業報告書等」「役員名簿」「定款等」として

備置期間内の有効なもの、すなわち「役員名簿」「定款等」は最新のものを閲覧させることとなります。 

 

 

法第 28 条第１項、第２項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付け

られたことから、閲覧の請求があった場合には、法第 28 条第３項の規定によりすべての事務所で閲覧

の義務が発生するものと考えられます。 

 

 

ＮＰＯ法人の事務所で閲覧できる書類と所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、基本的には同じです。 

ただし、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、所轄庁が「ＮＰＯ法人から提出を受けた」事業報告書

等、役員名簿（法 30）ですので、これらの書類が作成後所轄庁へ提出されるまでの間については、事

務所でのみ閲覧が可能になります。 

なお、所轄庁に対する閲覧、謄写請求の場合は誰でも閲覧、謄写が可能ですが、法人が事務所にお

いて閲覧をさせる義務を有するのは、社員、その他の利害関係人に限られます。 

 

（問 60）事業計画書及び活動予算書は毎年作成しなければならないのですか。法人として成

立後も所轄庁に提出したり、閲覧させたりすることがあるのですか。 

（問 61）事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、決算期に作成されるので、

設立当初は備え置く必要がないと考えてよいのですか。 

（問 62）法人の事務所における閲覧について、各書類については、いつまでの期間のものを

閲覧させればよいのですか。 

（問 63）閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。 

（問 64）法人の事務所で閲覧できる書類と、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は異なることが

ありますか。  
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開示書類の謄写については、請求者本人が行うこととされているので、情報公開制度のように、行

政機関が写しを交付する仕組みとは異なります。したがって、所轄庁が自ら謄写行為を行うこととし

て、当該行為に係る手数料を取ることは不適当だと考えられますが、閲覧・謄写が行われる場所にコ

ピー機等を設置し、実費（コピー代及び紙代等）を徴収することは、当事者間の合意に委ねられるこ

ととなります。 

 

 

定款を見た市民や利害関係者にとって当該ＮＰＯ法人の貸借対照表がどのような手段により、どの

ような媒体において公告されているかが明らかになる程度に明確に定めていただく必要があります。 

具体的には、 

① 官報に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「官報に掲載」と記載してください。 

② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「○○県

において発行する○○新聞に掲載」など具体的に記載してください。 

③ 電子公告の方法を選択する場合は、例えば、「この法人のホームページに掲載」、「内閣府ＮＰ

Ｏ法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲載」など具体的に記載してください。他方、URL

まで定款に記載する必要はありません。 

④ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置を選択

する場合は、例えば、「この法人の主たる事務所の掲示場に掲示」など具体的に記載してくださ

い。（P26 を参照ください。） 

 

 

公告方法を「Ａ及びＢによる方法とする」といったように複数の手段を重ねて選択することは可能

ですが、「Ａ又はＢによる方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められない

と考えられます。 

これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているかが明らかではないためで

す。 

 

 

法第 11 条第１項第 14 号では、定款において公告方法を記載しなければいけないと規定されていま

すので、貸借対照表の公告も含めて法人としての公告方法を定款に記載していただく必要があります。 

例えば、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、

法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、○○県において発行する○○新聞に掲

載して行う。」といったように貸借対照表の公告方法のみを別途規定することは可能です。 

 

（問 65）謄写に当たって、所轄庁から手数料等を請求されることはありますか。 

（問 66）貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、どの程度まで具体的に定める必要があ

りますか。 

（問 67）貸借対照表の公告方法を定款において定める場合、複数の手段を定めることはでき

ますか。 

（問 68）貸借対照表の公告以外にも公告事項はありますが、貸借対照表の公告のみを別の方

法とすることを定款に記載できますか。  
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電子公告の方法として内閣府令で定める「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用す

るもの」（法規第３条の２第１項）とは、要するにインターネット上のウェブサイトに公告事項を掲載

することをいいます。当該ウェブサイトは、ＮＰＯ法人自身が管理運営するものでもよいし、第三者

が管理運営するものであって当該ＮＰＯ法人が直接掲載するものや第三者に委託し掲載するものであ

っても構いません。 

掲載については「不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に

置く」（法第 28 条の２第１項第３号）ことが必要ですので、判断に当たっては、例えば、無料で、か

つ、事前に登録したパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態にあるのか、法定公告期間中

継続して掲載することが可能か、などを踏まえる必要があります。 

 

 

SNS をはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供さ

れるサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたっては、個々のサービ

スごとにその内容等を踏まえて電子公告の掲載場所としてふさわしいかどうかを判断してください。 

例えば、あるＮＰＯ法人が LINE のトークに貸借対照表を投稿した場合、他の人がその貸借対照表を

閲覧するには、サービスを利用するために登録行為をしなければなりません。これは、「事前に登録し

たパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態」とは言えませんので、LINE は電子公告の方法

としてふさわしくないと考えられます。 

 

 

法第 28 条の２第１項第４号には「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することがで

きる状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該ＮＰＯ法人の主たる事務所において、

容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考えられます。したがって、例えば、法

人の主たる事務所の掲示板や入口付近に掲示することが相応しいと考えられます。 

ただし、そのマンションや民家の構造、アクセス容易性などを踏まえて判断されるものです。 

 

 

掲載金額の単位については「千円」とするなど、適切な単位をもって公告するものをいいます。 

また、掲載科目の範囲については、各法人の事業活動の内容、規模、財務状況等の具体的事情に応

じて、各法人ごとに重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載した事項を公告するものを

いいます。 

 

（問 69）貸借対照表の公告の方法のうち、電子公告（法第 28 条の２第１項第３号、法規第３

条の２第１項）とはどのようなものですか。 

（問 70）電子公告の方法として、LINE を使用する方法は含まれますか。 

（問 71）貸借対照表の公告の方法のうち、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示」（法

第 28 条の２第１項第４号、法規第３条の２第２項）とはどのような場所が該当しますか。ま

た、マンションや役員の自宅の一室をＮＰＯ法人の主たる事務所としている場合はどのよう

な場所に掲示すればいいですか。 

（問 72）貸借対照表の「要旨」（法第 28 条の２第２項）とはどのようなものをいうのです

か。 
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他の認定ＮＰＯ法人等が認定等を取り消された場合において、当該認定等の取消しの原因となった

事実があった日以前１年内に当該他の認定ＮＰＯ法人等のその業務を行う理事であった者でその取消

しの日から５年を経過しないものが役員にいる認定ＮＰＯ法人等は、義務的取消しの対象となります

（法 47 一イ、67①一）。 

しかしながら、義務的取消しであっても欠格事由に該当する疑いがあれば即座に取り消されるわけ

ではなく、義務的取消しという不利益処分については、原則として、所轄庁は聴聞による事実確認を

行うことが必要であり、欠格事由に該当するかは聴聞を踏まえて判断されることとなります。 

したがって、認定又は特例認定の取消しに関する聴聞手続が行われる前に、その役員を解任するな

どの措置をとっていれば、義務的取消しの対象とならず、欠格事由の対象とはなりません。 

 

 

法第 47 条第４号でいう国税又は地方税の滞納処分が執行されているものとは、その法人が国税又は

地方税を完納しない場合に租税債権の強制的実現を図るため、各行政機関が財産の差押え、交付要求

（参加差押えを含みます）、換価、配当等の行政処分を執行している状態をいいます。 

 

 

認定等の審査は提出されている活動計算書又は収支計算書に基づいて行われるものであり、書類の

違いにより認定等の基準が変わることはありません。 

 

５ 法人の合併・解散について 

 

新設合併に際して、所轄庁に提出する書類は次のとおりです。 

① 合併認証申請書 

② 社員総会の議事録の謄本 

③ 定款 

④ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 

⑤ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 

⑥ 各役員の住所又は居所を証する書面 

⑦ 社員のうち 10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 

⑧ 宗教活動・政治活動の制限等（法２②２）及び暴力団の統制下にないこと等（法 12①３）に

該当する旨の確認書 

⑨ 合併趣旨書 

⑩ 合併の初年（度）及び翌年（度）の事業計画書 

⑪ 合併の初年（度）及び翌年（度）の活動予算書 

 

（問 73）役員が認定又は特例認定の取消しを受けた他の法人の理事を兼ねていたことを知ら

なかった場合であっても、その法人は欠格事由の対象となるのでしょうか。 

（問 74）国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの（法第 47条第 4 号）とはどのよ

うな状態をいうのですか。 

（問 75）活動計算書と収支計算書では認定基準等の計算の仕方は違うのですか。 

（問 84）合併の認証申請の際にはどのような書類を所轄庁に提出する必要がありますか。 
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貸借対照表及び財産目録は、合併後存続するＮＰＯ法人及び合併によって消滅するＮＰＯ法人（合

併によってＮＰＯ法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各ＮＰＯ法人）が作成す

ることが必要です。これは、債権者の保護のためには、合併前の各法人の資産の状況を明確にして

おくことが必要だからです。 

また、作成された貸借対照表及び財産目録については、合併するそれぞれの法人の事務所に備え

置くこととなります。 

 

 

電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 87号）が平成 17年

２月１日から施行され、これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え、

インターネットを利用して公告を行うことが可能となりました。このため、電子公告の方法をもっ

て公告を行う旨を定款に定めておけば、インターネットのみによる公告も認められます。 

なお、公告方法が電子公告である場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ

る公告ができない場合の公告方法（官報または日刊新聞紙のいずれか）を定款に定めることができ

ます。 

 

 

組登令第８条、第 11 条第１項第２号及び第 13 条の規定により、合併の認可その他合併に必要な

手続が終了した日から主たる事務所の所在地において２週間以内、従たる事務所の所在地において

３週間以内に以下の登記を行うこととなります。 

① 合併により消滅した法人については、主たる事務所の所在地のみで解散の登記 

② 合併後存続する法人については、主たる事務所及び従たる事務所の所在地で変更の登記 

 （ただし、組登令第 11条第２項各号に変更が生じない場合は主たる事務所の所在地のみ） 

③ 合併により設立する法人については、主たる事務所及び従たる事務所の所在地で設立の登

記 

また、登記を行わなかった場合には、法第 39 条第２項において準用する法第 13 条第３項の規定

により、所轄庁から合併の認証を取り消される場合があります。 

（問 85）法第 35 条第１項の規定により作成する財産目録は、合併前の各法人が作成するので

すか。また、どちらの事務所に備え置くのですか。その財産目録は、申請時に提出する財産

目録と異なるものですか。 

（問 86）合併の際の公告はインターネットによる方法が認められますか。 

（問 87）合併の登記は、いつまでに行う必要がありますか。また、登記を行わなかった場合

はどうなりますか。 


